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１ 第３次行政改革プランについて 
 

（１）行政改革プランの概要 

 

１ 行政改革の必要性 

今後、少子高齢化・人口減少がさらに進み、第１次・第２次の行政改革時より一層喫緊の課

題となる本格的な少子高齢化・人口減少社会の到来や、経済成長の鈍化、市民参加型社会への

移行など本市を取り巻く社会経済情勢が変化する中、人口減少対策などとともに、多様化・複

雑化する地域課題に適切に対応することが求められています。 

これらのことから、第２次丹波市総合計画（以下「総合計画」という。）の実現を目指すた

めに必要な持続可能な行財政運営の基盤の確立に向けたビジョン（将来展望）として「第３次

丹波市行政改革プラン」を策定し、そこに掲げる方針に基づく取組により、行財政運営の基盤

を確立し、多様化する市民ニーズや社会情勢に柔軟に対応することを目指します。 

 

◇第３次行政改革プランの取組によるイメージ 
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２ 基本方針 

 

１）持続可能な財政の確立 

国等への依存をできるだけ最小化し、丹波市自らが創意工夫する中で可能な限り自立を目

指していくことが望ましいといえます。今後、社会経済情勢の変化に対して機動的な対応が

可能な「持続可能な財政」を確立し、限られた経営資源（人、モノ、お金など）を必要な分

野に集中させていきます。 

 

２）効率的・効果的な行政体制の整備 

人口減少の時代を迎え、限られた職員数による遂行体制が求められている中、個々の職員

の意識や能力を十分に発揮できる体制、仕組みが求められています。そのため、行政の遂行

体制の基盤の強化、市の組織力強化と職員の能力を高める仕組みを通して、多様化する市民

ニーズや権限移譲等による事務量増加等に対応できる体制を確保していきます。 

また、第１次、第２次の改革での取組により、財政の改革や定員適正化の取組は着実に実

行されてきた中で、引き続き不断の改革の取組を進める必要があるものの、これまでと同じ

ような削減効果は期待できないといえます。従って、職員一人ひとりが持てる能力を十分に

発揮できる効率的、効果的で多様な「働き方」に変革していきます。 

 

３）経営資源の有効活用 

行政改革の基本方針やビジョンを全職員が共有し、限られた経営資源（人、モノ、お金な

ど）を有効に活用していくため、「あれもこれも」から「あれかこれか」といった「選択と集

中」を重視した行政経営を進めるとともに、行政と多様な主体がそれぞれの役割と責任を自

覚しながら、より一層の協働の取組を推進していきます。 

また、これまでの改革をもってしても、改革の余地が残った課題や新たな課題については、

積極的に切り込む「聖域なき改革」を進めていきます。 

 

４）自主財源の確保 

少子高齢化の進展や人口減少時代を迎え、収入の増加が望めない中で、自主財源を確保し

ていくことがますます重要となります。そのため、市税等未収金回収の強化や受益者負担の

適正化、自主財源の発掘や各種収入増加策などに取り組んでいきます。 

 

３ 計画期間 

 

プランに定める改革の計画期間は、平成28年度から令和6年度までの9年間とします。（令和

６年度は、総合計画[基本構想]の計画期間最終年度） 

 

４ 推進体制 

 

全職員に本プランの目的と内容を理解させ、全庁的な取組とするとともに、本市の行政全体

を点検し、具体的な改革を推進していくための庁内推進組織として「丹波市行政改革推進本部」

を設置し、職員の改革意識を喚起するとともに、改革すべき事案の検討や調整を行うため、本

部にプロジェクトチームを設け、このプランに基づくアクションプランの策定と進行管理を行

います。 

 

５ 検 証  

 

このプランに基づき、具体的な改革に取り組んでいくためにアクションプランを策定し、Ｐ

ＤＣＡ（計画・実行・評価・改善）サイクルに基づく行政評価システムにより検証します。検

証にあたっては、外部評価を行うなど客観性の確保に努めます。 
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第２次丹波市総合計画 

基本方針 

１ 持続可能な財政の確立 

２ 効率的・効果的な行政体制の整備 

３ 経営資源の有効活用 

４ 自主財源の確保 

第３次行政改革プラン 

～総合計画の実現に向けたサポート～ 

第３次行政改革アクションプラン 

４つの基本方針に対する具体的な計画 

２ アクションプランの概要 

 

（１）アクションプランの趣旨 

 

本アクションプランは、平成28年３月に策定した「第3次丹波市行政改革プラン」を進めてい

く中で、具体的な取組を示した計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画期間 

 

「第３次丹波市行政改革プラン」の計画期間である平成28年度から令和6年度までの９年間の

うち、第３次丹波市行政改革アクションプラン（後期）は令和２年度から令和６年度までの５年

間とし、毎年度見直しを行います。 

 

（３）推進体制 

 

行財政改革の推進にあたっては、実施課（所管課）が推進機能を果たすものの、全庁的な観点

からの総合的な調整が必要となるため、「行政改革推進本部（庁内プロジェクトチーム）」が中心

となって推進していきます。 

 

（４）進捗状況の公表 

 

第３次丹波市行政改革アクションプランの進捗状況等は、広報紙やホームページ等で市民や市

議会へ公表します。 
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３ アクションプランの体系等 
 

（１）アクションプランの体系 

  

基本方針 基本項目 実施項目 取組項目

(1)適切な財政収支の見通

　　 し及び管理の推進
①適切な財政収支の見通し及び管理の推進 １各種計画を反映した財政収支見通しの作成

①財政規律の設定 １財政規律の設定

②各種指標による管理の徹底 １各種指標による財政分析

①本庁機能と支所機能のあり方の検討 １本庁機能と支所機能の見直しに向けた取組の推進

１横断的連携による機能的な組織づくり

２最適な組織体制の構築

①個々の職員の業務遂行力を最大化する人

　 事管理の推進
１職員定数の適正管理、適材適所の人事管理の推進

１能力・特性に応じた人材育成の推進

２課題解決及び政策形成能力の向上

１多様な人材の確保と活用

２働き方改革とワーク・ライフ・バランスの推進

１効率的・効果的観点等からの事業の見直し

２補助金等の見直し

３ＩＣＴの積極的活用による効率化の推進

１アウトソーシングの推進

２市民・地域・企業等との協働の推進と受け手となる主体の育成

３広域連携の推進

４開かれた市政運営の推進

５出資団体のあり方の検討

①公共施設等マネジメントの確立及び充実 １公共施設等マネジメントの推進

１指定管理者制度の推進

２公共施設等の譲渡等の推進

①繰出基準の設定 １基準外繰出の管理と適正化

②経営モニタリングの実施 １公営企業会計・特別会計の健全経営

１滞納発生の抑制

２未収金回収の強化推進

②手数料・使用料の適正化、受益者負担の

　 見直し推進
１手数料・使用料の適正化、受益者負担の適正化

①公有財産の貸付等 １公有財産の貸付等

②国等の交付金・補助金の発掘及び戦略的

　 な活用
１国等の交付金・補助金の発掘及び戦略的な活用

１ネーミングライツ・広告事業等による財源の確保

２ふるさと納税の推進

行政改革アクションプラン行政改革プラン

４　自主財源の

　　 確保

(1)収納率の向上及び受益

　　者負担適正化の推進

①滞納発生の抑制及び未収金回収の強化

　 推進

(2)自主財源の発掘

③各種増収策の推進

②民間活力等の導入の推進

(3)公営企業会計・特別会

　　 計の健全経営

(1)行政事業最適化の推進

(2)公共施設等の総合管理

３　経営資源の

　　 有効活用

①行政経営システムとの連携による事業改革

②多様な主体の育成及び協働

１　持続可能な

　　 財政の確立
(2)財政規律の強化

②地域課題等に的確に対応できる組織体制

　 の整備

②職員の能力を伸ばす人材育成の推進

２　効率的・効果

　　 的な行政体制

　　 の整備

(1)組織力の向上

③多様な人材の活用による柔軟な業務遂行

　 体制の確保

(2)職員力の向上
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(２)アクションプランの見方 

 

［基本方針３ 経営資源の有効活用］ 

基本 

項目 

 

(1) 
行政事業最適化の推進 

実施 

項目 
② 多様な主体の育成及び協働 

取組 

項目 
１ アウトソーシングの推進 

実施 

課 
主 所管課 

関

連 
 

取組 

課題 

・行政の経営資源（人・モノ・お金など）は

限られており、新たな行政ニーズに対応する

ためには、既存のサービスの提供にあたって

民間等を活用することが必要である。 

取組 

方針 

・民間にできることは、経費や効果の比較をした

上で、可能な限りアウトソーシングに取り組む。 

・アウトソーシングした業務は的確な時期に検

証を行い、包括委託等の可能性を検討し

ていく。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

アウトソーシ

ングの推進 

予定 

・他自治体の取

組状況を把握・

検討 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

     

アウトソーシング

した事業 

目標 ※１ ※１ ※１ ※１ ※１ 

実績 
     

取

組

内

容 

アウトソーシ

ングの検証 

予定 

・アウトソーシング

した業務の検証 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

     

※１：目標については設定した段階で記載 

 

（参考）アウトソーシングに取り組む主な事業 

取組内容 所管課 

○○事業 ○○課 

△△業務 ○△課 

□□業務 △□□課 

  

行政改革プランの体

系に沿って、項目を

記載しています。 

取組項目を実施する部

署です。 

主に実施する部署と関

連する部署とに分かれ

ています。 

取組項目実施にあたっての方針を

記載しています。 

取組内容の具体的・詳細な内容の予定と実績を年度別に記載しています。 

必要に応じ複数記載しています。 

取組内容の活動や目標を表しています。 

指標の目指す目標値とその実績を記載しています。 

取組項目の課題を記載しています。 

この取組の参考となる事項を記載しています。 
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４ アクションプラン 

［基本方針１ 持続可能な財政の確立］ 

基本 

項目 
(1) 

適切な財政収支の見通し及び管理の

推進 

実施 

項目 
① 適切な財政収支の見通し及び管理の推進 

取組 

項目 
１ 

各種計画を反映した財政収支見通し

の作成 

実施 

課 
主 財政課 

関

連 
所管課 

取組 

課題 

・少子・高齢化に伴う人口構造の変化がもたら

す経済規模の縮小や、税収をはじめとする歳

入の減少、医療・介護などの社会保障関係経

費の増大、公共施設の老朽化など、市政運

営にあたっての様々な課題に直面している。 

・将来にわたり、持続可能で安定的な財政運

営を行う上で財政収支見通しを作成し、限ら

れた行政経営資源を効率的に配分し、多様

化・複雑化する市民ニーズにも対応しながら、

今後も健全な財政運営を維持していくことが

重要である。 

取組 

方針 

・総合計画実施計画、行政改革アクションプラン、

定員適正化計画、公共施設等総合管理計画

などの各種計画における所要事業費とその財源

を財政収支見通しに反映させ、予算編成の基本

方針等に活用する。 

・財政収支見通し及び標準財政規模から、本市本

来の適正な予算規模を目指す。（令和6年度 

概ね320億円） 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

各種計画を

反映した財

政 収 支 見

通しの作成 

予定 

・各種計画を反映

した財政収支見

通しの作成 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

・財政収支見通

しを作成 

・財政収支見通

しを作成 

・財政収支見通

しを作成 

・財政収支見通

しを作成 

・財政収支見通

しを作成 
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 令和６年度の財政収支見通し  

 

１ 策定の趣旨 

市政運営にあたっては、継続的かつ安定的に行政サービスを提供していくために、将来にわた

って持続可能な財政運営を計画的に行っていくことが必要です。 

そのため、現在、見込まれる条件のもとで、今後の財政運営の方向性を検討する手がかりとし

て「財政収支見通し」を普通会計ベースで策定するものです。 

 

２ 基本的な考え方 

歳入歳出の積算は、令和５年度決算額及び令和６年度予算額等を基準に、一般財源における収

支を推計しています。 

地方交付税などの地方財政制度や社会保障制度などについては、現行制度が今後も継続するも

のとして試算し、既に決定している制度変更などについては可能な限り反映させることとしまし

た。 

歳入では、推計人口による地方税や地方交付税等の影響額等を見込み、歳出では、各部で策定

した投資的経費の事業計画等を基に推計しています。 

 

３ 作成結果 

令和６年度の財政収支見通しでは、令和11年度以降で収支不足となり、令和15年度までに累計

19億8,600万円の赤字が見込まれます。※何も対策をしない場合の見込みとなります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳入歳出差引（基金取り崩し前の収支不足の見込み） 

1.1
1.8 2.1

2.4
2.1

△ 0.6

△ 2.6

△ 4.8
△ 5.4

△ 6.5△ 7

△ 5

△ 3

△ 1

1

3

5

7

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

億円
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［基本方針１ 持続可能な財政の確立］ 

基本 

項目 
(2) 財政規律の強化 

実施 

項目 
① 財政規律の設定 

取組 

項目 
１ 財政規律の設定 

実施 

課 
主 財政課 

関

連 
 

取組 

課題 

・歳入規模に応じて、歳出額を抑制し、収支バ

ランスを保った財政運営を行っており、借入の抑

制と適正な起債償還に取り組んでいる。 

・今後、社会経済情勢の変化に対して機動的

に対応できる「持続可能な財政運営」のため

の規律またはルールの設定が求められている。 

取組 

方針 

・予算編成では、財政収支見通しによる歳入一般

財源の動向を基準として枠を定め、枠内での選

択と集中による事業配分を進める。 

・予算執行では、計画的かつ効率的な執行を確

保するための「予算執行計画」等を作成し、運用

を行う。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

予 算 要 求

で、各課が

要求できる

予 算 額 の

上限を目安

として設定 

予定 
・一般財源要求

額の上限を設定 

・継続的に実施 

 

・継続的に実施 

 

・継続的に実施 

 

・継続的に実施 

 

実績 

・要求可能な一

般財源と財政

調整基金の取

崩し額に上限

を設定 

・要求可能な一

般財源と財政

調整基金の取

崩し額に上限

を設定 

・要求可能な一

般財源と財政

調整基金の取

崩し額に上限

を設定 

・要求可能な一

般財源と財政

調整基金の取

崩し額に上限

を設定 

・要求可能な一

般財源と財政

調整基金の取

崩し額に上限

を設定 

取

組

内

容 

予 算 執 行

方針に基づ

いて、年間

の 執 行 計

画 を 作 成

及び管理 

予定 
・予算執行計画の

作成及び管理 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

・予算執行方針に

基づき年間の執

行計画を作成

し、管理する中

で、実質的な赤

字要素を抑制 

・予算執行方針に

基づき年間の執

行計画を作成

し、管理する中

で、実質的な赤

字要素を抑制 

・予算執行方針に

基づき年間の執

行計画を作成

し、管理する中

で、実質的な赤

字要素を抑制 

・予算執行方針に

基づき年間の執

行計画を作成

し、管理する中

で、実質的な赤

字要素を抑制 

・予算執行方針に

基づき年間の執

行計画を作成

し、管理する中

で、実質的な赤

字要素を抑制 

取

組

内

容 

財 政 調 整

基金の管理 

予定 

・約45億円以上

(標準財政規模

に対する割合：

約20％) 

・約45億円以上

(標準財政規模

に対する割合：

約20％) 

・約45億円以上

(標準財政規模

に対する割合：

約20％) 

・約45億円以上

(標準財政規模

に対する割合：

約20％) 

・約45億円以上

(標準財政規模

に対する割合：

約20％) 

実績 

・決算剰余金の

活用及び予算

の適正管理に

より残高を管理 

・残高54.9億円 

・決算剰余金の

活用及び予算

の適正管理に

より残高を管理 

・残高55.0億円 

・決算剰余金の

活用及び予算

の適正管理に

より残高を管理 

・残高51.8億円 

・決算剰余金の

活用及び予算

の適正管理に

より残高を管理 

・残高48.8億円 

・決算剰余金の

活用及び予算

の適正管理に

より残高を管理 

・残高50.5億円 

取

組

内

容 

市 債 残 高

の管理 

予定 
・適正な市債残

高の管理 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

・投資的経費の

縮減に伴う発

行額の抑制 

・投資的経費の

縮減に伴う発行

額の抑制 

・繰上償還の実

施（6.7億円） 

・投資的経費の

縮減に伴う発行

額の抑制 

・繰上償還の実

施（6.7億円） 

・投資的経費の

縮減に伴う発行

額の抑制 

・繰上償還の実

施（11.4億円） 

・投資的経費の

縮減に伴う発行

額の抑制 

・繰上償還の実

施（6.9億円） 
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［基本方針１ 持続可能な財政の確立］ 

基本 

項目 
(2) 財政規律の強化 

実施 

項目 
② 各種指標による管理の徹底 

取組 

項目 
１ 各種指標による財政分析 

実施 

課 
主 財政課 

関

連 
 

取組 

課題 

・毎年度決算における健全化判断比率の公表

を行っている。 

・各指標について類似団体との比較を行い、今

後の財政運営に反映する必要がある。 
取組 

方針 

・今後、特に管理が必要な財務指標等として、実

質公債費比率、将来負担比率、経常収支比率

について、目標値の設定を類似団体平均値以下

とする。 

・毎年度、関連指標の分析を行い、財務マネジメ

ントに活かしていく。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

各種指標

の分析 

予定 

・各種指標の分析

等を実施 

・継続的に実施 

 

・継続的に実施 

 

・継続的に実施 

 

・継続的に実施 

 

実績 

・各種指標の分析

と収支見通しを

指針として管理 

・各種指標の分析

と収支見通しを

指針として管理 

・各種指標の分析

と収支見通しを

指針として管理 

・各種指標の分析

と収支見通しを

指針として管理 

・各種指標の分析

と収支見通しを

指針として管理 

実質公債費比率 

（３カ年平均） 

目標 
・類団平均値以下 ・類団平均値以下 ・類団平均値以下 ・類団平均値以下 ・類団平均値以下 

実績 
5.7％（Ｒ2決算） 

※類団平均6.4% 

6.1％（Ｒ3決算） 

※類団平均6.6% 

6.5%（Ｒ４決算） 

※類団平均6.6% 

6.８%（Ｒ５決算） 

※類団平均6.7% 

6.２%（Ｒ６決算） 

※類団平均は、未公表 

将来負担比率 

目標 
・類団平均値以下 ・類団平均値以下 ・類団平均値以下 ・類団平均値以下 ・類団平均値以下 

実績 
△13.6％（Ｒ2決算） 

※類団平均25.1% 

△27.5％（Ｒ3決算） 

※類団平均18.0% 

△42.6%（Ｒ４決算） 

※類団平均12.7% 

△54.0%（Ｒ５決算） 

※類団平均10.0% 

△55.2%（Ｒ６決算） 

※類団平均は、未公表 

経常収支比率 

目標 
・類団平均値以下 ・類団平均値以下 ・類団平均値以下 ・類団平均値以下 ・類団平均値以下 

実績 
91.6％（Ｒ2決算） 

※類団平均91.8% 

87.2%（Ｒ3決算） 

※類団平均87.3% 

92.3%(R4決算 ) 

※類団平均91.0% 

90.9%(R５決算) 

※類団平均92.3% 

92.7%(R６決算) 

※類団平均は、未公表 

※類団：類似団体。財政運営の適正化及び健全化を図るための比較検討の素材として、「人口」と「産業構造」

により区分され、一定の選定基準によって選定された団体。 
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H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

丹波市 14.6 13.1 11.2 9.9 8.4 6.8 6.4 6.3 6.7 6.1 5.7 6.1 6.5 6.8 6.2

類団平均 13.6 11.1 10.3 9.6 8.8 7.8 7.5 7.2 6.9 6.6 6.4 6.6 6.6 6.7

県内平均 12.7 12.0 11.2 10.3 9.3 8.5 7.9 7.4 6.8 6.2 5.9 5.8 6.0 6.1 6.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

丹波市 85.8 58.7 34.0 12.0 26.1 18.5 15.9 16.8 13.8 △ 1.5△ 13.6△ 27.5△ 42.6△ 54.0△ 55.2

類団平均 92.5 69.2 58.2 50.3 45.9 37.3 33.1 31.3 25.3 25.5 25.1 18.0 12.7 10.0

県内平均 127.7 111.6 93.9 78.8 70.7 62.1 57.2 54.9 46.7 41.5 37.1 30.7 25.9 21.5 16.6

△ 100.0

△ 50.0

0.0

50.0

100.0

150.0

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

丹波市 82.2 84.1 83.1 81.2 83.0 84.8 88.0 87.9 87.0 89.4 91.6 87.2 92.3 90.9 92.7

類団平均 84.3 89.6 90.2 89.6 90.9 88.7 91.2 91.6 91.4 92.0 91.8 87.3 91.0 92.3

県内平均 92.2 92.5 91.1 91.6 92.4 91.7 94.0 95.1 94.5 95.2 94.8 91.1 94.2 94.8 95.1

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※R６類団平均は、令和８年８月公表予定 

※実質公債費比率：全会計（一般会計・特別会計・公営企業会計）に一部事務組合等を加えた会計が負担する
元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率 

※将来負担比率：第三セクター等を含む全ての会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率 

(単位：％) 

将来負担比率 
(単位：％) 

実質公債費比率 

経常収支比率 

※経常収支比率：人件費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費に充当された一般財源の額が、地方税、普
通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源、減税補てん債及び臨時財政対策債の
合計額に対する比率 

(単位：％) 
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［基本方針２ 効率的・効果的な行政体制の整備］ 

基本 

項目 
(1) 組織力の向上 

実施 

項目 
① 本庁機能と支所機能のあり方の検討 

取組 

項目 
１ 

本庁機能と支所機能の見直しに向け

た取組の推進 

実施 

課 
主 総務課 

関

連 
各支所 

取組 

課題 

・行政機能の分散化による事務遂行上の非効

率性、組織体制上のデメリット等を考慮し、

早急に検討を行うとともに、地域住民への行

政サービスの低下を招かないよう留意していく

必要がある。 

・本庁舎の耐用年数が令和10年度であるた

め、統合庁舎の整備について検討を行うこと

が求められている。 

・統合庁舎の位置については、市民への十分

な説明責任が求められる。 

・新庁舎の建設は凍結することから、分庁舎方

式を継続する中で、さらなる市民サービスの向

上が求められる。 

取組 

方針 

・本庁への行政機能の集約化を進め、支所機能

は住民に密着した機能に特化するとともに、ICT

を十分に活用し、窓口サービスの向上を図る。 

・支所機能は令和６年度までに段階的に縮小する。 

・統合庁舎の整備に向けて、令和２年度から建

設位置及び庁舎に備える機能や役割の検討を

始め、令和５年度にはそれらを決定し、令和６

年度を目途に基本構想を策定するとしていたが、

新庁舎建設の凍結により、統合庁舎に備える機

能や役割などの検討を中止する。 

・分庁舎方式を継続する中で、本庁舎及び分庁

舎と各支所の機能分担のあり方について見直し

を進める。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

本庁機能と

支 所 機 能

のあり方の

検討 

予定 

・本庁機能と支所

機能のあり方の検

討 

・支所機能見直し

(第一段階) 

・ 継 続 的 に 実

施 

・ 継 続 的 に 実

施 

・ 支 所 機 能 の

見直し完了 

・見直し後の支所

機能により業務

開始 

実績 

・選挙事務におい

ての本庁と支所

のかかわり方の検

討、実施 

・支所機能見直し

(第一段階)の実

施 

・ 検 討 結 果 に

基づく実施及

び検証 

・令和６年度

に向けて、支

所を含めた組

織のあり方に

ついて関係部

署と協議 

・令和６年度

の体制につい

て支所と関係

部 署 で 協 議

調整を行い、

方 向 性 を 決

定 

・令和７年度から支

所長については、

２支所を兼務する

よう調整を行い、

方 向 性を 決定 。

（柏原・山南支

所、氷上・青垣支

所、春日・市島支

所） 

取

組

内

容 

統 合 庁 舎

整備の検討 

予定 

・庁舎建設位置の

検討・調整 

・基本指針の検討 
－ － － － 

実績 

・庁舎機能の検討

に向けた庁内検

討組織を設置 

・分庁舎方式の継

続による検討の

中止 

－ － － － 
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［基本方針２ 効率的・効果的な行政体制の整備］ 

基本 

項目 
(1) 組織力の向上 

実施 

項目 
② 

地域課題等に的確に対応できる組織体制

の整備 

取組 

項目 
１ 横断的連携による機能的な組織づくり 

実施 

課 
主 総務課 

関

連 
所管課 

取組 

課題 

・市民ニーズの多様化・複雑化・高度化によ

り、組織横断的な対応の強化が強く求められ

ている。 

・職員の課題認識力の向上とともに、組織的な

対応が必要である。 

取組 

方針 

・広範な行政課題に機動的に対応するため、課題

や目的に応じてプロジェクトチームを設置するなど、

横断的・弾力的な組織運営を行う。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

組織の横断

的な体制の

整備 

予定 

・課題や目的に応

じた関係部署の

協議等を実施 

・継続的に実施 ・継続的に実施 

 

・継続的に実施 

 

・継続的に実施 

実績 
・協議等を実施 ・協議等を実施 ・協議等を実施 ・協議等を実施 ・協議等を実施 

（別表１） 

 

別表１ 【主な庁内プロジェクトの状況】 

会 議 名 関連課等（下線は主管課） 

行政改革推進本部庁内プロジェ

クトチーム会議 

財政課、総合政策課、柏原支所、市民活動課、税務課、入札検査室、市民課、社会福祉課、健康課、商工振興課、

営繕課、警防課、教育総務課、水道課、会計課、議事総務課 

支所長会 山南支所、柏原支所、氷上支所、青垣支所、春日支所、市島支所 

市民生活課題解決連携会議 

社会福祉課、健康福祉部福祉担当、山南支所、人権啓発センター、市民活動課、税務課、市民課、くらしの安全課、

介護保険課、障がい福祉課、健康課、子育て支援課、商工振興課、都市住宅課、水道課、教育総務課、学校教育

課 

一体的実施事業運営協議会 商工振興課、総合政策課、社会福祉課 

子育て支援施策検討委員会 

子育て支援課、ふるさと創造部、まちづくり部、生活環境部、産業経済部、建設部、教育部、健康福祉部、健康福祉

部福祉担当、総合政策課、ふるさと定住促進課、市民活動課、市民課、社会福祉課、商工振興課、都市住宅課、

学校教育課、教育総務課、健康課 

社会教育の推進に関する連絡協議会  
社会教育・文化財課、教育部、まちづくり部、市民活動課、文化・スポーツ課、人権啓発センター、学校教育課、恐竜

課 

福祉人材確保各課連絡会議 
社会福祉課、総合政策課、ふるさと定住促進課、人権啓発センター、商工振興課、介護保険課、障がい福祉課、子

育て支援課 

内水対策調整会議 河川整備課、道路整備課、都市住宅課、くらしの安全課、農林振興課、農地整備課、教育総務課、下水道課 

住民自治活動支援施策連携会

議 

市民活動課、総合政策課、ふるさと定住促進課、総務課、職員課、人権啓発センター、資産活用課、くらしの安全課、

環境課、社会福祉課、介護保険課、障がい福祉課、健康課、子育て支援課、農林振興課、商工振興課、観光課、

道路整備課、河川整備課、都市住宅課、教育総務課、学校教育課、社会教育・文化財課 

多文化共生施策庁内検討会議 
人権啓発センター、総合政策課、山南支所、市民活動課、市民課、環境課、くらしの安全課、社会福祉課、健康課、

子育て支援課、商工振興課、消防署、学校教育課 

魅力ＰＲプロジェクト会議 
観光課、総合政策課、ふるさと定住促進課、市民活動課、文化・スポーツ課、人権啓発センター、障がい福祉課、子育

て支援課、農林振興課、商工振興課、社会教育・文化財課、恐竜課 
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［基本方針２ 効率的・効果的な行政体制の整備］ 

基本 

項目 
(1) 組織力の向上 

実施 

項目 
② 

地域課題等に的確に対応できる組織体

制の整備 

取組 

項目 
２ 最適な組織体制の構築 

実施 

課 
主 総務課 

関

連 

職員課 

財政課 

取組 

課題 

・市民のニーズに対応し、行政課題を解決する

効率的な組織体制を構築していくことが求め

られている。 

・災害等の非常時において、一定の行政機能

を確保しつつ優先度を決定し、選別を行い、

速やかに初動対応・復旧体制が整えられる体

制が必要である。 

取組 

方針 

・市民の多様なニーズに迅速かつ的確に対応でき

るよう、適時適切な組織体制を整備する。 

・災害時における初動・復旧体制など、柔軟な職

員配置ができる体制を整備する。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

最適な組織

体制の構築 

予定 

・組織統合に向

けた諸条件等

の検討 

・継続的に実施 

・前年度の検討

結果を踏まえた

取組の実施 

・継続的に実施 

・前年度の検討

結果を踏まえた

取組の実施 

・継続的に実施 

・前年度の検討

結果を踏まえた

取組の実施 

・継続的に実施 

・前年度の検討

結果を踏まえた

取組の実施 

実績 

・各課ヒアリング

を 実 施 し 、 令

和２年度から

の新組織の状

況を確認 

・組織改編計画

策定及び中長

期的な組織の

方向性を検討 

・令和３年度策

定の計画に基

づく、組織改編

の実施と整理

事項の検討 

・令和３年度策

定の計画に基

づく、組織改編

の実施と整理

事項の検討 

・令和３年度策

定の計画に基

づく、組織改編

の実施と整理

事項の検討 

取

組

内

容 

柔軟な職員

配置 

予定 

・柔軟な職員配

置制度の検討 

・管理職ヒアリン

グによる業務量

の把握調査 

・検討結果に基

づ く 実 施 及 び

検証 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

・管理職ヒアリン

グを実施し、各

課の業務量等

を把握 

・管理職ヒアリン

グを実施し、各

課の業務量等

を把握 

・管理職ヒアリン

グを実施し、各

課の業務量等

を把握 

・管理職ヒアリン

グを実施し、各

課の業務量等

を把握 

・管理職ヒアリン

グを実施し、各

課の業務量等

を把握 

  



 

- 14 - 
 

［基本方針２ 効率的・効果的な行政体制の整備］ 

基本 

項目 
(2) 職員力の向上 

実施 

項目 
① 

個々の職員の業務遂行力を最大化する

人事管理の推進 

取組 

項目 
１ 

職員定数の適正管理、適材適所の

人事管理の推進 

実施 

課 
主 職員課 

関

連 
総務課 

取組 

課題 

・第４次丹波市定員適正化計画では、職員

数の目標を令和７年度に630人としており、

職員数の推移は別表２のとおりとなっている。 

・職員数の適正化を進め、さらなる効率的・効果

的な行政体制の整備に努める必要がある。 

・人事評価制度や異動希望調書等により、適

材適所の職員配置に努めているが、今後も職

員の意向や適性を尊重した、やる気を向上さ

せる職員配置を進める必要がある。 

・職員一人一人のキャリアデザインが実現できる

ような制度設計が必要である。 

・会計年度任用職員制度の施行に伴い、適

切な人員配置と業務分担等の整理が求めら

れている。 

取組 

方針 

・第３次丹波市定員適正化計画（平成28年度

～令和２年度）の期間満了により、令和２年度

には第４次計画（令和３年度～令和７年度）

を策定する。 

・業務量調査等により、本来必要である適正な職

員数を把握し、業務量と職員数のアンバランスの

解消を進める。 

・平成28年度から人事評価制度を導入している

が、成果重視・人材育成重視の視点に立ったより

公正・適正な人事評価を行うため、継続的に見直

し、精査する。 

・人事異動基本方針を継続的に見直し、職員が能

力を十分に発揮できる適材適所を基本とした人事

異動を行う。 

・会計年度任用職員の担う業務内容、業務時間等を

更に整理し、単なる常勤職員の非常勤化となること

がないよう、自治体規模に応じた適切な職員数を検

討する。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

定員適正化

計画の推進 

予定 

・定員適正化計

画の推進 

・定員適正化計

画の策定 

・継続的に実施 

 

 

・継続的に実施 

 

 

・継続的に実施 

 

 

・継続的に実施 

 

 

実績 

・第４次定員適

正化計画の策

定 

・第４次計画に

基づく採用試

験の実施 

・第４次計画に

基づく採用試

験の実施 

・第４次計画に

基づく採用試

験の実施 

・第４次計画に

基づく採用試

験の実施 

職員数（氷上多

可衛生事務組合

等派遣含む） 

目標 
643人 

（別表１） 

646人 

（別表２） 

643人 

（別表２） 

639人 

（別表２） 

634人 

（別表２） 

実績 
645人 

（別表１） 

645人 

（別表２） 

640人 

（別表２） 

637人 

（別表２） 

632人 

（別表２） 

取

組

内

容 

人事異動基

本方針を活

用した人事

施策の推進 

予定 
・人事異動基本

方針の見直し 

・継続的に実施 

 

・継続的に実施 

 

・継続的に実施 

 

・継続的に実施 

 

実績 

・人事異動基本

方針の見直し 

（別表３） 

・人事異動基本

方針の見直し 

（別表３） 

・人事異動基本

方針に基づく適

正な人事配置 

・人事異動基本

方針に基づく適

正な人事配置 

・人事異動基本

方針に基づく適

正な人事配置 
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別表１ 【第3次定員適正化計画における職種別職員数の推移（再任用（短時間勤務）職員及び任期付 

職員除く）】 

職種 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

事務職 
（464人） 

464人 
（466人） 

459人 
（468人） 

464人 
（482人） 

467人 
（473人） 

474人 

教諭・保育士 
（27人） 

27人 
（26人） 

26人 
（19人） 

20人 
（0人） 
12人※ 

（0人） 
0人 

専門職 
（51人） 

51人 
（50人） 

51人 
（50人） 

52人 
（50人） 

51人 
（51人） 

52人 

消防職 
（78人） 

78人 
（81人） 

81人 
（79人） 

81人 
（81人） 

82人 
（82人） 

83人 

技能労務職 
（45人） 

45人 
（42人） 

43人 
（41人） 

42人 
（39人） 

39人 
（37人） 

36人 

合計 
（665人） 

665人 
（665人） 

660人 
（657人） 

659人 
（652人） 

651人 
（643人） 

645人 

・各年度の４月１日現在の職員数 

・上段（ ）：第3次定員適正化計画の目標値 

・下段：実績 

※令和元年度に限り引継保育を行うため。 

 

別表２ 【第４次定員適正化計画における職種別職員数の推移（再任用（短時間勤務）職員除く）】 

職種 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

事務職 
（463人） 

462人 

（457人） 

458人 

（451人） 

457人 

（447人） 

450人 

（442人） 

448人 

技 師 
（12人） 

12人 

（16人） 

13人 

（20人） 

12人 

（24人） 

15人 

（28人） 

16人 

専門職 
（49人） 

49人 

（50人） 

51人 

（50人） 

51人 

（50人） 

52人 

（50人） 

50人 

消防職 
（84人） 

84人 

（83人） 

82人 

（83人） 

83人 

（82人） 

82人 

（82人） 

81人 

技能労務職 
（34人） 

34人 

（34人） 

33人 

（32人） 

31人 

（28人） 

30人 

（25人） 

27人 

任期付職員 
（4人） 

４人 

（3人） 

3人 

（3人） 

3人 

（3人） 

3人 

（3人） 

3人 

合計 
（646人） 

645人 
（643人） 

640人 
（639人） 

637人 
（634人） 

632人 
（630人） 

625人 

・各年度の４月１日現在の職員数（定年延長は反映していない） 

・上段（ ）：第４次定員適正化計画の目標値 

・下段：実績 

 

別表３ 【人事異動基本方針・管理監督職昇任方針の見直し内容】 

見直し内容 実施年度 

管理職・監督職（係長職）に昇任させる予定人数を明記 令和２年度 

組織力・職員力の向上につながる異動方針について、係長（主幹）級、主査級、主事級ごとに明記 令和３年度 
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［基本方針２ 効率的・効果的な行政体制の整備］ 

基本 

項目 
(2) 職員力の向上 

実施 

項目 
② 職員の能力を伸ばす人材育成の推進 

取組 

項目 
１ 能力・特性に応じた人材育成の推進 

実施 

課 
主 職員課 

関

連 

総務課 

入札検査室 

取組 

課題 

・職員の能力を伸ばすための仕組みづくりが求

められている。一方で潜在的な能力の開発も

重視していく必要がある。 

・職員一人ひとりが自律的に行動や仕事の進

め方を変えることができるよう、職員意識の醸

成に努める必要がある。 

・新たな不正や不適切な事務処理等が発生し

た事実を重く受け止め、さらなる公務員倫理

の向上や職場風土改革を実践するため、職

員の意識改革に取り組む必要がある。 

取組 

方針 

・新入職員に対するメンター制度の充実を図り、自部署

だけでなく周りを巻き込んだ人材育成を進める。 

・市政全般への当事者意識を持ち、担当業務に対す

る専門性を備えた職員を育成する。 

・人材育成基本方針に基づき、職員の能力開発や倫

理の向上に努め、市民に信頼される職員を育成する。 

・コンプライアンス基本方針を見直し、方針に基づく取

組を実施する。 

・職員のコンプライアンス意識を高める研修を実施する。 

・職員の倫理意識の向上や職場環境等を把握する

職員意識調査を実施する。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

人材育成の

推進 

予定 
・人材育成基本

方針の見直し 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

・人材育成基本

方針の見直し

検討 

・人材育成基本

方針の見直し 

（別表５） 

・人材育成基本

方 針 に 基 づ く

取組の実施 

・人材育成基本

方 針 に 基 づ く

取組の実施 

・人材育成基本

方 針 に 基 づ く

取組の実施 

取

組

内

容 

人材育成を

意識した人

事評価制度

の運用 

予定 

・人事評価結果

を活かした人材

育成 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

・人事評価結果を

勤勉手当へ反映 

・人事評価制度

の一部見直し 

（別表６） 

・人事評価結果

を勤勉手当へ

反映 

・人事評価面談

を通じた職員へ

の指導・助言 

・人事評価結果

を勤勉手当へ

反映 

・人事評価面談

を通じた職員へ

の指導・助言 

・人事評価結果

を勤勉手当へ

反映 

・人事評価面談

を通じた職員へ

の指導・助言 

・人事評価結果

を勤勉手当へ

反映 

女性の管理職・係

長職への登用率 

目標 
・管理職12.8％ 

・係長職13.9％ 

・管理職14.9％ 

・係長職14.8％ 
※１ ※１ 

・管理職15.0％ 

・係長職15.0％ 

実績 
・管理職13.0％ 

・係長職11.7％ 

・管理職12.2％ 

・係長職11.6％ 

・管理職 9.1％ 

・係長職13.7％ 

・管理職14.3％ 

・係長職11.8％ 

・管理職10.0％ 

・係長職15.9％ 

※１：目標については、特定事業主行動計画で、令和６年度に 15.0％としている。 
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取

組

内

容 

コンプライアンス

意識の向上 

予定 

・コンプライアンス

基本方針の見

直し 

・コンプライアンス

基本方針実施

計画の作成 

・コンプライアンス

研修の実施 

・職員意識調査

の実施 

 

 

 

・継続的に実施 

 

 

・継続的に実施 

 

 

 

 

 

・継続的に実施 

 

 

・継続的に実施 

 

 

 

 

 

・継続的に実施 

 

 

・継続的に実施 

 

 

 

 

 

・継続的に実施 

 

 

・継続的に実施 

 

 

実績 

・コンプライアンス

基本方針の見

直し(別表１) 

・各課においてコ

ンプライアンス

基本方針実施

計画を作成し

取組を実施 

・コンプライアンス

研修の実施 

（別表２） 

・職員意識調査の

実施(別表３) 

・入札制度の見

直し(別表４) 

・各課においてコ

ンプライアンス基

本方針実施計

画を作成し取

組を実施 

・人事評価の目

標達成度評価

に法令遵守項

目（コンプライ

ア ン ス 基 本 方

針 の 実 践 行

動）を設定 

・コンプライアンス

研修の実施 

（別表２） 

・職員意識調査の

実施(別表３) 

・入札制度の見

直し(別表４) 

・各部課で作成

する組織目標

にコンプライアン

ス基本方針の

実践行動に関

する項目を１つ

以上設定 

・人事評価の目

標達成度評価

に法令遵守項

目 を 設 定 し 、

取組を実施 

・コンプライアンス

研修の実施 

（別表２） 

・職場内研修に

おいて公務員

倫理研修を実

施 

・入札制度の見

直し(別表４) 

・各部課で作成

する組織目標

にコンプライアン

ス基本方針の

実践行動に関

する項目を１つ

以上設定 

・人事評価の目

標達成度評価

に法令遵守項

目 を 設 定 し 、

取組を実施 

・コンプライアンス

研修の実施 

（別表２） 

・職場内研修に

おいて公務員

倫理研修を実

施 

・入札制度の見

直し(別表４) 

・各部課で作成

する組織目標

にコンプライアン

ス基本方針の

実践行動に関

する項目を１

つ以上設定 

・人事評価の目

標達成度評価

に法令遵守項

目 を 設 定 し 、

取組を実施 

・コンプライアンス

研修の実施 

（別表２） 

・職場内研修に

おいて公務員

倫理研修を実

施 

・入札制度の見

直し(別表４) 

 

別表１ 【コンプライアンス基本方針の見直し内容】 

見直し内容 実施年度 

コンプライアンス基本方針の内部統制の実践行動に「説明責任」に関する記述を追加 令和２年度 

 

別表２ 【コンプライアンス研修の実施状況】 

実施内容 実施月 

今一度公務員という立場を自覚するとともに職員倫理の向上に向けて、副市長を講師に管理職、係長を対

象に研修を実施した。その後、各職場において職場内研修を実施し、コンプライアンス意識の向上を図った。 
令和２年９月 

職務に対する不安や疑問、やりがい等について、副市長と主査級との意見交換会を実施し、コンプライア

ンス意識の向上を図った。 
令和２年10・11 月 

官製談合防止の再発防止策の一環として、業務上の気をつけるべき点について、入札検査部職員を講

師に、主事・主査を対象に「官製談合防止・不正な働きかけに関する研修会」を実施した。 
令和３年９月 

不当要求に係る組織としての対処すべきポイント及び不正な働きかけ事案にならないように留意すべきこ

とについて、兵庫県警察本部の警部補を講師に、管理職及び希望者を対象に「コンプライアンス研修

（不当要求対応）」を実施した。 

令和４年１月 

官製談合防止違反による職員の逮捕・起訴を受け、事件の再発防止を図るため、公正取引委員会の

職員を講師に、主幹を対象に「官製談合防止研修」を実施した。 
令和４年２月 
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実施内容 実施月 

官製談合防止違反による職員の逮捕・起訴を受け、事件の再発防止を図るため、公正取引委員会の

職員を講師に、「官製談合防止研修」を実施した。 
令和５年２月 

官製談合防止違反による職員の逮捕・起訴を受け、事件の再発防止を図るため、技監を講師に、「官

製談合防止研修」を実施した。 
令和５年７月 

官製談合防止違反による職員の逮捕・起訴を受け、事件の再発防止を図るため、公正取引委員会の

職員を講師に「官製談合防止研修」を実施した。 
令和６年１月 

官製談合防止違反による職員の逮捕・起訴を受け、事件の再発防止を図るため、公正取引委員会の

職員を講師に「官製談合防止研修」を実施した。 
令和7年１月 

 

別表３ 【職員意識調査内容】 

実施内容 実施月 

官製談合防止違反による職員の逮捕・起訴を受け、不正な働きかけや職員意識、職場環境の実態を調査し

た。 
令和２年８月 

前年度実施した職員意識調査後の職員意識や職場の不正な働きかけ対策の改善状況について、課長を対

象に職員アンケートを実施した。 
令和３年８月 

 

別表４ 【入札制度の見直し内容】 

見直し内容 実施年度 

低入札価格調査制度の導入、変動型最低制限価格制度の導入、指名停止基準の改正 令和２年度 

公共工事前金払取扱要綱の改正、建設工事元請下請関係適正化指導要綱の改正、現場代理人

常駐義務緩和措置取扱要綱の改正、指名停止基準・入札参加資格制限基準の改正 
令和３年度 

建設工事にかかる週休2日制度の導入 令和４年度 

最低制限価格設定基準の改正、低入札価格調査制度の改正、予定価格公表時期の見直し 令和５年度 

最低制限価格設定基準の改正 令和６年度 

 

別表５ 【人材育成基本方針の見直し内容】 

見直し内容 実施年度 

「人材マネジメント」の視点に立ち、人材育成の取組を総合的に推進していくため、「人材確保」、「人材

育成」、「適正配置・処遇」、「職場環境の整備」の4つの要素を有機的に結び付け、組織理念や目指

すべき将来像に照らして整合性を持たせながら、体系的に取組を進めることによって、組織力向上の好循

環を目指していくための内容に見直した。 

令和３年度 

 

別表６ 【人事評価制度の見直し内容】 

見直し内容 実施年度 

目標達成度評価の項目に法令遵守目標（コンプライアンス基本方針の実践行動）と業務改善目標を

追加し、管理・監督職には、法令遵守目標、業務改善目標、人材育成目標を必須項目とした。 

能力評価の評価項目について、求められる行動及び着眼点を職階ごとに共通項目を設定した。 

令和３年度 
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［基本方針２ 効率的・効果的な行政体制の整備］ 

基本 

項目 
(2) 職員力の向上 

実施 

項目 
② 職員の能力を伸ばす人材育成の推進 

取組 

項目 
２ 課題解決及び政策形成能力の向上 

実施 

課 
主 職員課 

関

連 
 

取組 

課題 

・課題を明確にし、複雑化する行政ニーズに対

応できる能力、行政評価の結果から政策形

成につなげる能力の向上が求められている。 
取組 

方針 

・職員研修の充実を図る。 

・挑戦する職員の育成や実践力を高めるための人

材育成を推進する。 

・国・県・先進自治体との人事交流を積極的に進める。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

課題発見・

解決に果敢

にチャレンジ

する職員の

育成 

予定 

・課題解決研修

の実施 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

・新型コロナウイ

ルス感染症拡

大の影響によ

り 、 規 模 を 縮

小し実施 

 

・新型コロナウイ

ルス感染症拡

大の影響によ

り 、 規 模 を 縮

小し実施 

・市長表彰制度

に地域貢献部

門を創設 

・新型コロナウイ

ルス感染症対

策 を 講 じ 、 研

修計画に基づ

き実施 

・研修計画に基

づき実施 

・受講時間をフリ

ーにしたオンライ

ン研修の実施 

・研修計画に基

づき実施 

（別表１） 

・受講時間をフリ

ーにしたオンライ

ン研修の実施 

取

組

内

容 

人事交流の

推進 

予定 

・国・県・先進自

治体等への職

員の派遣 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

・国・県・先進自

治体等への職

員の人事交流

を検討 

・デジタル庁派遣

職員の公募試

験の実施 

・国、県との人事

交流を実施 

・国、県との人事

交流を実施 

・国、県との人事

交流を実施 

人事交流を実施

した職員数 

目標 １人以上 ２人以上 ２人以上 ２人以上 ２人以上 

実績 － ３人 2人 １人 １人 

 

別表１ 【職員研修実施状況】 

実 施 内 容 実施回数 実施月 

新規採用職員研修：新入職員を対象に基本的な知識の向上を目指す ４回※ ４、10、２月 

働き方改革、労務管理研修：管理職・係長職を対象に働き方改革への基礎知識や部下を管

理・指導するスキルを学ぶ 
１回 11月 

情報公開・個人情報保護研修：監督職や実務担当者を対象に職務遂行にあたって必要な

情報公開、個人情報の知識を習得し、実践するために、その内容や法令の解釈・運用上

のルールを学ぶ 

１回 12月 

※同月に複数回開催 
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［基本方針２ 効率的・効果的な行政体制の整備］ 

基本 

項目 
(2) 職員力の向上 

実施 

項目 
③ 

多様な人材の活用による柔軟な業務遂行

体制の確保 

取組 

項目 
１ 多様な人材の確保と活用 

実施 

課 
主 職員課 

関

連 
 

取組 

課題 

・多様化する市民ニーズや権限移譲に伴う事務

量が増加する状況の中、高度で専門的な知識

経験を持つ人材の確保が必要となっている。 

・高度で専門的な知識経験を持つ人材を確保

するには、民間からの登用、採用形態の多様

化を検討することが必要である。 取組 

方針 

・再任用制度（地方公務員法改正後の定年前

再任用及び暫定再任用を含む。）による運用を

進めるとともに、任期付職員の採用や民間からの

専門性の高い人材の登用などを検討し、より効

率的な業務運営等の取組を推進する。 

・人材の流動化、雇用の多様化の動向を踏まえ、

多方面からの人材確保方策を検討する。 

・職員採用試験の見直しや職員採用のＰＲの強

化、戦略的な採用活動の実施、多様な雇用形

態の活用により、高い資質、意欲や専門性のあ

る人材の確保に努める。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

採用・雇用

形態の多様

化への取組 

予定 

・職員採用試験

の見直し 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

・就職氷河期世

代の採用試験

実施 

・社会人経験者 

（帰ってきたい枠） 

採用試験の実施 

・社会人経験者 

（帰ってきたい枠） 

採用試験の実施 

・社会人経験者 

（帰ってきたい枠） 

採用試験の実施 

・社会人経験者 

（帰ってきたい枠） 

採用試験の実施 

取

組

内

容 

人材を弾力

的に確保で

きる取組の

推進 

予定 

・再任用制度の

運用 

・特定任期付職

員の採用 

・継続的に実施 

 

・継続的に実施 

 

・継続的に実施 

 

・継続的に実施 

 

・暫定再任用の

運用 

・継続的に実施 

 

・継続的に実施 

 

・継続的に実施 

 

実績 

・再任用制度の

運用 

・特定任期付職

員の採用 

・再任用制度の

運用 

・特定任期付職

員の採用 

・再任用制度の

運用 

・特定任期付職

員の採用 

・暫定再任用制

度の運用 

・特定任期付職

員の採用 

・ 定 年 前 再 任

用、暫定再任

用制度の運用 

・特定任期付職

員の採用 

再任用職員数・

任期付職員数 

目標 

・再任用職員17人 

・任期付職員 4人 

・再任用職員14人 

・任期付職員 4人 

・再任用職員16人 

・任期付職員 3人 

・暫定再任用職員

18人 

・任期付職員 3人 

・定年前再任用、

暫定再任用職員 

16人 

・任期付職員 3人 

実績 

・再任用職員15人 

・任期付職員 3人 

・再任用職員14人 

・任期付職員 4人 

・再任用職員16人 

・任期付職員 3人 

・暫定再任用職員

18人 

・任期付職員 3人 

・定年前再任用職

員 6人 

・暫定再任用職員 

12人 

・任期付職員 3人 
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［基本方針２ 効率的・効果的な行政体制の整備］ 

基本 

項目 
(2) 職員力の向上 

実施 

項目 
③ 

多様な人材の活用による柔軟な業務遂行

体制の確保 

取組 

項目 
２ 

働き方改革とワーク・ライフ・バランスの

推進 

実施 

課 
主 職員課 

関

連 
 

取組 

課題 

・働き方改革により、超過勤務の上限規制が

定められ、実勤務時間を正確に把握するな

ど、従来の労働環境を見直していくことが求め

られている。また、働き方改革は新たな局面を

迎え、「新しい生活様式」を取り入れ順応して

いくことが求められている。 

・安心して働くことができる職場環境の実現、出

産や介護など家庭の状況に左右されない柔

軟な勤務形態等を実現し、仕事と家庭の両

立ができる職場環境を整備する必要がある。 

取組 

方針 

・フレックスタイム制度の導入等、多様で柔軟な働

き方の選択肢の拡充に取り組み、男女を問わず

仕事と家庭の両立ができる職場環境の整備と職

員の意識醸成を図る取組を推進する。 

・ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、育児のし

やすい職場環境の整備、時間外勤務の縮減、

年次休暇取得の促進等を図る。 

・勤怠管理システム導入により、労働時間の見え

る化、業務量偏在等の課題の発見、長時間労

働の抑止、意識改革を図る。 

・職員が心身ともに健康で、能力を最大限発揮でき

るよう、職員の健康管理の充実を図る。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

男女を問わ

ず仕事 と家

庭の両立が

で き る 職 場

環境の整備 

予定 

・特定事業主行
動計画の推進 

・ノー残業デーの
推進 

・フレックスタイム
制度等の導入
の検討 

・継続的に実施 
 
・継続的に実施 
 
・継続的に実施 
 
・勤怠管理シス
テムによる勤怠
管理の実施 

・継続的に実施 
 
・継続的に実施 
 
・継続的に実施 

 

・継続的に実施 

・継続的に実施 
 
・継続的に実施 
 
・継続的に実施 

 

・継続的に実施 

・継続的に実施 
 
・継続的に実施 
 
・継続的に実施 

 

・継続的に実施 

実績 

・特定事業主行
動計画（次世
代育成支援対
策推進法）の
改訂 

・ノー残業デーを
実施(毎週水曜
日、毎月22日) 

・テレワーク、時
差出勤の導入
検討 

・勤怠管理シス
テム導入 

・分散勤務の実施 

・特定事業主行
動計画（女性
活躍推進）の
改訂 

・ノー残業デーを
実施(毎週水曜
日、毎月22日) 

・テレワーク（在宅
勤務）の試行 

・勤怠管理シス
テムによる勤怠
管理の実施 

・女性ステップア
ッ プ 研 修 の 実
施 

・ノー残業デーを
実施(毎週水曜
日、毎月22日) 

・テレワーク（在宅
勤務）の試行 

・勤怠管理シス
テムによる勤怠
管理の実施 

・女性ステップア
ッ プ 研 修 の 実
施 

・ノー残業デーを
実施(毎週水曜
日、毎月22日) 

・テレワーク（在宅
勤務）の試行 

・勤怠管理シス
テムによる勤怠
管理の実施 

・時差出勤の試
行 

・女性ステップア
ッ プ 研 修 の 実
施 

・ノー残業デーを
実施(毎週水曜
日、毎月22日) 

・テレワーク（在宅
勤務）の試行 

・勤怠管理シス
テムによる勤怠
管理の実施 

・時差出勤の試
行 

男性職員の育児

休業取得率 

目標 4.0％以上 5.0％以上 10.0％以上 15.0％以上 20.0％以上 

実績 1.9％ 7.8% 14.2% 9.4% 29.4％ 

月45時間以上の

時間外勤務を行っ

た職員の割合 

目標 25.0％以下 22.0％以下 21.0％以下 20.0％以下 20.0％以下 

実績 28.9％ 22.1% 25.7% 4.7% 4.4％ 

年次有休休暇の

平均取得日数 

目標 11日以上 12日以上 11日以上 11日以上 12日以上 

実績 8.9日 10.2日 10.5日 11.0日 11.9日 
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取

組

内

容 

心身両面の

総合的な健

康の保持増

進に向けた

取組の推進 

予定 

・産業医面談の

実施 

・継続的に実施 

 

・外部相談窓口

の設置 

・継続的に実施 

 

・継続的に実施 

・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

・産業医面談の

実施 

・外部相談（カ

ウンセリング）

窓口の設置 

 

・産業医面談の

実施 

・外部相談（カ

ウンセリング）

窓口の設置 

 

・産業医面談の

実施 

・外部相談（カ

ウンセリング）

窓口の設置 

 

 

・産業医面談の

実施 

・外部相談（カ

ウンセリング）

窓口の設置 

 

・産業医面談の

実施 

・外部相談（カ

ウンセリング）

窓口の設置 

（別表１） 

 

別表１ 【メンタルヘルス対策の状況】 

実 施 内 容 実施回数 実施月 

時間外勤務月80時間超過者に対する産業医面談の実施 23回 該当月 

外部専門家（臨床心理士、カウンセラー）による相談窓口の設置 常設 
令和６年４月～ 

令 和 ７年 ３月 
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［基本方針３ 経営資源の有効活用］ 

基本 

項目 
(1) 行政事業最適化の推進 

実施 

項目 
① 行政経営システムとの連携による事業改革 

取組 

項目 
１ 

効率的・効果的観点等からの事業の

見直し 

実施 

課 
主 所管課 

関

連 
 

取組 

課題 

・少子高齢化・人口減少社会が進む中、市税

の減少・普通交付税の逓減による歳入の減

少が見込まれ、より効率的・効果的な行政経

営が求められている。 

・限られた経営資源（人、モノ、お金など）を有

効に活用するため、事務事業の統廃合に向け

て計画的に取り組むことが求められている。 

取組 

方針 

・評価から、庁内外合意形成、予算反映へのプロ

セス、評価・計画・財政・体制・説明責任の一体

化を進める。 

・事務事業評価と施策評価による事業の効率性・

効果等の検証を的確に行い、優先する事務事

業の選定、予算配分の適正化を図る。 

・成果やコストなどが効率的・効果的でない事務

事業について、縮小・廃止等の見直しを行う。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

行政評価の

実施並びに

事業の見直

し 

予定 
・行政評価の実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

・部課内評価、

市民外部評価

を実施 

・新型コロナウイ

ルス感染症防

止対策によ る

事業見直し 

・部課内評価を

実施 

・行政手続に関

する押印見直

しを実施 

（別表１） 

・部課内評価、

市 民 外 部 評

価、内部評価

を実施 

・部課内評価、

市 民 外 部 評

価、内部評価

を実施 

・部課内評価、

市民外部評価

を実施 

（別表２） 

取

組

内

容 

行政評価シ

ステムによる

予算編成時

における事業

の優先順位

づけ 

予定 

・行政評価シス

テムによる予算

編成時におけ

る事業の優先

順位づけ 

・行政評価システ

ムの見直し 

・継続的に実施 

 

 

 

 

・継続的に実施 

・継続的に実施 

 

 

 

 

・継続的に実施 

・継続的に実施 

 

 

 

 

・継続的に実施 

・継続的に実施 

 

 

 

 

・継続的に実施 

実績 

・行政評価シート

を活用し、事業

見直しを実施 

・行政評価シート

の見直しを実施 

・行政評価シート

を活用し、事業

見直しを実施 

 

・行政評価シート

を活用し、事業

見直しを実施 

・行政評価シート

の一部見直しを

実施 

・行政評価シート

を活用し、事業

見直しを実施 

 

・行政評価シート

を活用し、事業

見直しを実施 
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別表１ 【行政手続に関する押印見直し内容（令和７年３月31日現在）】 

区分 手続数 
押印廃止 押印存続 

(検討継続) 記名 署名 

市民・事業者等からの

申請、届出の手続 
2,527件 1,617件 525件 385件 

見直し率 ― 84.8％ 15.2％ 

※件数は、市独自の手続について見直しを行った件数及び国等の動向に合わせて対応を行った件数 

※押印を廃止する手続の一覧については市ホームページに掲載 

 

別表２ 【行政評価外部評価の実施状況】 

区 分 評価対象項目 主管課 

市民外部評価 

高齢者在宅生活支援事業 介護保険課 

公共交通バス対策事業 ふるさと定住促進課 

土地改良事業 農地整備課 

住民センター管理事業 市民活動課 

※評価対象項目は全て事務事業評価 

※評価結果は市ホームページに掲載 
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［基本方針３ 経営資源の有効活用］ 

基本 

項目 
(1) 行政事業最適化の推進 

実施 

項目 
① 

行政経営システムとの連携による事業改

革 

取組 

項目 
２ 補助金等の見直し 

実施 

課 
主 所管課 

関

連 

総務課 

財政課 

取組 

課題 

・社会情勢の変化や経費負担のあり方、効果等

を踏まえ、補助金等の制度等についての基本

的・統一的な基準等を整備し、補助金等の検

証・見直し等を更に進めていく必要がある。 

・過去の不適正な事務処理を踏まえ、補助金

等交付事務において、適正な事務執行を図

る必要がある。 

取組 

方針 

・補助金等について、検証・見直しを進めるととも

に、補助の目的及び補助対象を明確化するな

ど、効果の向上を図る。 

・効果の薄れた補助金等の削減・廃止・終期設定等

について検討し、補助金等の見直しを行う。 

・４年に一度全庁的な見直しを行う。 

・補助金等の不正受給及び不正使用の防止並び

に適正な執行の徹底を行う。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

既存の補助

金 等 の 確

認・見直し 

予定 

・見直しを継続

的に実施 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・全補助金等の

見直し基準を

作成し実施 

・見直しを継続

的に実施 

実績 

・令和２、３年

度終期の補助

事業を総合調

整会議におい

て、廃止・継続

等を決定 

・令和４年度終

期の補助事業

を担当課と財

務 部 に お い て

廃止・継続等

を決定 

・令和５年度終

期の補助事業

を総合調整会

議において、廃

止・ 継続 等 を

決定 

・令和６年度終

期の補助事業

を総合調整会

議において、廃

止・ 継続 等 を

決定 

・終期設定が困

難な補助金に

ついて、５年ご

とに見直しの機

会を設定し確

認を実施するこ

とを決定 

・令和７年度終

期の補助事業

を総合調整会

議において、廃

止・ 継続 等 を

決定 

 

取

組

内

容 

補助金等の

適正な執行

を 図 る た め

の見直し 

予定 

・不正受給及び

不正使用の防

止策を継続的

に実施 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・事業完了 

― 

実績 

・補助事業事務

処理方針に基

づく事務執行

調査の実施 

・前年度の調査

結 果 に 基 づ く

補助事業事務

処理方針の見

直し 

・令和３年度に

見直しを行った

補助事業事務

処理方針の周

知 

・事業完了 

― 
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［基本方針３ 経営資源の有効活用］ 

基本 

項目 
(1) 行政事業最適化の推進 

実施 

項目 
① 行政経営システムとの連携による事業改革 

取組 

項目 
３ 

ＩＣＴの積極的活用による効率化の

推進 

実施 

課 
主 

総合政策課 

所管課 

関

連 
財政課 

取組 
課題 

・人口減少社会が進み、今後、職員数の増加
が見込まれない中で、個々の業務が高度化
し、また定型業務も多くなっている。 

・ＩＣＴ（情報通信技術）  の進展は目覚
ましく、ＩＣＴを活用することで業務の効率化
につながるため、積極的にデジタル技術の活用
を進めていく必要がある。 

・コロナ禍を経て、社会の様々な分野で、デジタ
ル化や働き方改革が急速に進んでおり、従来
の事務の流れや手続きの仕方を見直し改善
していく必要がある。 

 

取組 
方針 

・「新しい生活様式」に対応するため、市民のコミュ
ニケーションスタイルの変革を目指し、行政サービ
スがより便利で簡単に享受できるようＩＣＴを活
用した自治体トランスフォーメーション(DX)を目指
す。構築にあたっては情報セキュリティ対策に十分
留意し、職員・市民が安全で安心して利用でき
る電子自治体を目指す。        

・各種行政手続き等の電子化、ＡＩやＲＰＡの導
入により、仕事の生産性や市民サービスの向上、
業務の効率化・適正化を図る。 

・情報公開を意識した行政情報のオープンデータ
化を構築する。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取
組
内
容 

ＩＣＴの積

極的な活用 

予定 

・AI・RPA等の導
入検討 

・RPA・AI-OCRの導入 

・行政手続きのオンライン

化の実施 

・議事録作成支援システ

ムの導入 

・税務課・市民課窓口

での証明書手数料の

キャッシュレス化 

・自治協議会等のオ

ンライン環境整備 

・コンビニ交付サービスの

拡充 

・窓口ワンストップサービ

スの推進 

・電子決裁の導入検討 

【導入】 

・AIチャットボット 

・おくやみコーナー 

・窓口予約 

【拡充】 

・オンライン申請 

・RPA・AI-OCR 

・オープンデータ 

【検討】 

・電子決裁 

・全庁キャッシュレス 

・統合型GIS 

・市補助金オンライン

申請(kintone) 

【新規導入】 
・LoGoチャット 
・LoGoフォーム 
・ガバメイツPit 
・全庁キャッシュレ
ス決済 

・イントラWi-Fi 
・窓口書類作成 
【拡充】 
・手続きガイド 

・継続的に実施 

実績 

・AI・RPA等の導
入検討 

・オープンデータの
拡充 

・自治協議会や
市民活動団体
のオンライン会
議等活動支援 

・RPA・AI-OCRの導

入 

・行政手続きのオンラ

イン化の実施 

・議事録作成支援シ

ステムの導入 

・税務課・市民課窓

口での証明書手数

料のキャッシュレス化 

・自治協議会等のオ

ンライン環境整備 

・コンビニ交付サービス

の拡充 

・窓口ワンストップサー

ビスの推進 

・窓口手続きガイドの

導入 

【新規導入】 
・AIチャットボット 
・手続きガイド 
・マイナンバーカー
ド交付予約 

【拡充】 
・スマート申請 
・RPA 

【新規導入】 
・LoGoチャット 
・LoGoフォーム 
・ガバメイツPit 
・全庁キャッシュレ
ス決済 

・イントラWi-Fi 
【拡充】 
・スマート申請 

【新規導入】 
・ペーパーレス会
議システム 

・採用試験におけ
るWEB申込と
全国のテストセ
ンターを利用し
た試験の導入 

・多言語三者通
訳システム 

・申請ナビ（手
続きナビ） 

・キオスク端末
（本庁舎） 

※１ 

 

※２ 

 
※３ 
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ＩＣＴを活用
した新規・拡
充の取組数 

目標 ― ８ ６ ７ 0 

実績 ２ ８ ５ ６ ２ 

※１ 「ＩＣＴ」通信技術を活用したコミュニケーション。情報処理だけではなく、インターネットのような通信技術を利用した産

業やサービスなどの総称をいう。 

※２ 「ＡＩ」言語の理解や推論、問題解決などの知的行動を人間に代わってコンピュータに行わせる技術のことをいう。 

※３ 「ＲＰＡ」主に定型等業務を代行・自動化するソフトウェア型ロボットのことをいう。 

 

 

 

（参考）「書かない窓口」の実現に向けた取組状況【令和６年度】 

取組内容 取組月 

書かない窓口構築に向けた取組 
・「行かない、待たない、書かない窓口」の実現に向けて、窓口スペースと手続フローの改善による

窓口ＤＸを推進し、市民の負担軽減と業務の効率化を目指すこととし、今年度は窓口業務
の20業務について業務改革（ＢＰＲ※４）から申請手続の案内など、市民と職員双方の省
力化、職員の業務フローの見直し、またマイナンバーカードを活用した12手続きの申請サポート
システムの構築に取り組んだ。 

・マイナンバーカードを活用して住民票や証明書をコンビニで取得することができるサービスについ
て、本庁舎にも機器（キオスク端末）を設置し、次回からコンビニ交付へ躊躇なく行けるよう取
り組むとともに、申請書に記載することなく、待たずに必要な証明を提供できるようにした。 

令和６年４月 
～令和７年３月 

業務量調査の実施 
・業務量調査により業務を見える化（分析）し、職員でなければできない仕事(コア業務)、職

員でなくともできる作業(ノンコア業務)等を把握することによって、今後の職員数の減少や多様
化する市民ニーズに対応できるよう業務の効率化、市民サービスの向上に繋げるため、業務量
調査を実施した。 

11月 

先進地視察 
・「書かない窓口」や「行かない窓口」などに取り組む先進自治体を訪問。窓口業務、システムの

内容、業務フローの見直しについて確認し、今後の取組を検討する。 
11月 

オンライン化に向けた取組 
・押印を廃止した手続から、オンライン申請に向けた手続を洗い出し、オンライン化可能な手続に

ついて３手続をモデル的に選定し取り組んだ。 
令和７年１月 

 
※４ 「ＢＰＲ」 業務本来の目的に向かって既存の組織や制度を抜本的に見直し、プロセスの視点で、業務内容、業務フロ

ー、組織構造、情報システムを設計し直すことをいう。 

 
 

  



 

- 28 - 
 

［基本方針３ 経営資源の有効活用］ 

基本 

項目 
(1) 行政事業最適化の推進 

実施 

項目 
② 多様な主体の育成及び協働 

取組 

項目 
１ アウトソーシングの推進 

実施 

課 
主 所管課 

関

連 
 

取組 

課題 

・行政の経営資源（人・モノ・お金など）は限

られており、新たな行政ニーズに対応するため

には、既存のサービスの提供にあたって民間等

を活用することが必要である。 

取組 

方針 

・民間にできることは、経費や効果の比較をした上

で、可能な限りアウトソーシングに取り組む。 

・アウトソーシングした業務は的確な時期に検証を

行い、包括委託等の可能性を検討する。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

アウトソーシ

ングの推進 

予定 

・他自治体の取

組状況を把握・

検討 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

・介護認定・介護

給付業務の実

施に向けた検討 

・収納データ作

成業務の実施

に向けた検討 

・介護認定・介

護 給 付 業 務

(一部)の実施 

・市有施設包括

管理委託の実

施に向けた検討 

・文化ホール運

営業務の実施 

・市有施設包括

管理委託の実

施に向けた検討 

 

アウトソーシングし

た業務 

目標 － － － － － 

実績 － － １ １ － 

取

組

内

容 

アウトソーシ

ングの検証 

予定 

・アウトソーシング

した業務の検証 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

・アウトソーシング

した業務のうち、

２事業について

検証を実施 

 

・アウトソーシング

した業務のうち、

２事業について

検証を実施 

・アウトソーシング

した業務のうち、

３事業について

検証を実施 

 

・アウトソーシング

した業務のうち、

３事業について

検証を実施 

 

・アウトソーシング

した業務のうち、

４事業について

検証を実施 

（別表１） 

※１：目標については設定した段階で記載 

 

別表１ アウトソーシングに取り組んだ事業（令和元年度～） 

委託業務 取組年度 検証の有無 判定 所管課 

地域包括支援センター事業 令和元年度～ 有 継続 介護保険課 

戸籍記載業務（一部） 令和元年度～ 有 継続 市民課 

介護認定業務・介護給付業務（一部） 令和４年度～ 有 継続 介護保険課 

文化ホール運営業務 令和５年度～ 有 継続 文化・スポーツ課 
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［基本方針３ 経営資源の有効活用］ 

基本 

項目 
(1) 行政事業最適化の推進 

実施 

項目 
② 多様な主体の育成及び協働 

取組 

項目 
２ 

市民・地域・企業等との協働の推進と

受け手となる主体の育成 

実施 

課 
主 所管課 

関

連 
 

取組 

課題 

・行政の取組は限られた経営資源（人・モノ・

お金など）で対応するため、地域の課題や市

民ニーズが多様化する中、公共サービスの全

てを行政が行うことは困難であり、行政と市

民・地域・企業等多様な主体との協働が必

要である。 

・必要な活動の担い手の育成を進めていくこと

が求められている。 

取組 

方針 

・地域の課題や市民ニーズについて、できる限り行

政と民間との協働によって解決を目指していくた

め、必要な活動の担い手の育成を進める。 

・現在、市が事務局を持っている団体については、

関係のあり方について経緯も含め検証し、方向

性を検討する。 

・大学・企業等と連携を深め、それぞれの情報及び

研究成果等の資源を生かした連携事業を展開

し、地域活性化や市民サービスの向上を図る。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

地域協働の

受け手とな

る主体の育

成 

予定 

・地域協働の受

け 手 と な る 主

体の育成 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

・各種団体のＮ

ＰＯ法人化支

援 

・各種団体のＮ

ＰＯ法人化支

援 

・各種団体のＮ

ＰＯ法人化支

援（別表１） 

    ― ― 

育成支援した団

体数 

目標 １団体以上 １団体以上 １団体以上 １団体以上 １団体以上 

実績 ２団体 ３団体 １団体 ― ― 

取

組

内

容 

既存団体と

の関係のあ

り方の検討 

予定 
・既存団体の自立

に向けての取組 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

・市が事務局を

持つ各種団体

について、自主

運営ができるよ

う支援を実施 

 

・市が事務局を

持つ各種団体

について、自主

運営ができるよ

う支援を実施 

 

・市が事務局を

持つ各種団体

について、自主

運営ができるよ

う支援を実施 

 

・市が事務局を

持つ各種団体

について、自主

運営ができるよ

う支援を実施 

 

・市が事務局を

持つ各種団体

について、自主

運営ができるよ

う支援を実施 

（別表２） 

既存団体との関

係のあり方を検討

した団体数 

目標 １団体以上 １団体以上 １団体以上 １団体以上 １団体以上 

実績 ７団体 ７団体 ７団体 7団体 ６団体 

取

組

内

容 

企業・大学

等との協働

の推進 

予定 
・協働に向けて

の取組 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

・神戸大学と健

康寿命を延ば

すための共同研

究事業に関す

る協定を締結 

（別表３） 

― ― ― 

・神戸大学と健

康寿命を延ばす

ための共同研究

事業により得ら

れた成果の効

果 ・ 検 証 の た

め 、 新 た な 協

定を締結 

（別表３） 



 

- 30 - 
 

別表１ 【地域協働の受け手となる主な団体】 

団体名 支援内容 取組年度 所管課 

ＮＰＯ法人たんばコミュニティハブ ＮＰＯ法人化支援 令和２年度 市民活動課 

ＮＰＯ法人丹波ひとまち支援機構 ＮＰＯ法人化支援 令和２年度 市民活動課 

ＮＰＯ法人佐治倶楽部 ＮＰＯ法人化支援 令和３年度 市民活動課 

ＮＰＯ法人市民後見たんば ＮＰＯ法人化支援 令和３年度 市民活動課 

ＮＰＯ法人住まいの環境研究所 ＮＰＯ法人化支援 令和３年度 市民活動課 

ＮＰＯ法人スマイルポケット ＮＰＯ法人化支援 令和４年度 市民活動課 

 

別表２ 【事務局のあり方を検討している主な団体】 

団体の名称 取組内容 所管課 

兵庫県市町村職員年金者連盟丹波支部 団体の自立支援 職員課 

丹波市俳句協会 団体の自立支援 文化・スポーツ課 

丹波市スポーツ協会 団体の自立支援 文化・スポーツ課 

丹波市文化協会 団体の自立支援 文化・スポーツ課 

兵庫・丹波もみじの里ハーフマラソン大会実行委員会 団体の自立支援 文化・スポーツ課 

丹波市全国高等学校女子硬式野球大会実行委員会 団体の自立支援 文化・スポーツ課 

 

別表３ 【企業・大学等との協働の取組】 

企業・大学等 協定年度 取組内容 

神戸大学 令和２年度 

認知症を予防し、日本初となる健康寿命を延ばすための共同研究事業に関する協

定を締結。65歳以上86歳以下で高血圧や糖尿病など、一定の要件を満たす市民

を対象に２重課題運動や認知トレーニングを受けてもらうことで認知機能低下を抑制

できるか検証。204名の参加者を前半後半のグループに分け、それぞれ18ヶ月間取り

組み、３年間の研究から得られた成果を今後の認知症予防に活用。 

神戸大学 令和６年度 

令和２年度から実施した、多因子介入による認知症予防介入研究の参加者を、２

年間追跡し、その長期的効果を検証。 

前研究終了後、自主的に運営を始めた認知症予防教室の参加有無によって群分け

を行い、この要因が長期的効果に及ぼす影響についても調査。 

神戸大学 令和６年度 

40歳以上74歳以下で高血圧や糖尿病など、一定の要件に当てはまる市民を対象

に、オンラインにおける認知症予防教室を一年間提供し、その効果を検証。 
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［基本方針３ 経営資源の有効活用］ 

基本 

項目 
(1) 行政事業最適化の推進 

実施 

項目 
② 多様な主体の育成及び協働 

取組 

項目 
３ 広域連携の推進 

実施 

課 
主 所管課 

関

連 
 

取組 

課題 

・交通網の整備や情報通信手段の発達によっ

て、市民の活動は広域化の傾向にある。この

ため市域を超えた広域的なサービス等が求め

られている。 

・単独自治体では、解決が困難な問題や非効

率な取組もあるため、広域連携を検討・推進

していくことが有効である。 

取組 

方針 

・他自治体との連携体制の構築や機運の醸成等

の環境づくりを進めるとともに、広域的な行政課

題に対して、自治体間の連携による事業を推進

し、様々な課題解決に取り組む。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

広域連携の

推進 

予定 

・広域連携の推進 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

・広域連携して

いる自治体等と

の連携による事

業の推進 

・広域連携して

いる自治体等と

の連携による事

業の推進 

・広域連携して

いる自治体等と

の連携による事

業の推進 

・広域連携して

いる自治体等と

の連携による事

業の推進 

・広域連携して

いる自治体等と

の連携による事

業の推進 

 

【広域連携している組織】 

連携自治体等 所管課 

３市連携 

（京都府福知山市・朝来市・丹波市） 
総合政策課 

にっぽん恐竜協議会連携 

（北海道むかわ町・岩手県久慈市・群馬県神流町・石川県白山市・福井県勝山市・徳島

県勝浦町・熊本県天草市・熊本県御船町・鹿児島県薩摩川内市・丹波篠山市・丹波

市） 

恐竜課 

大丹波連携 

（京都府福知山市・京都府綾部市・京都府亀岡市・京都府南丹市・京都部京丹波町・丹

波篠山市・京都府南丹広域振興局・京都府中丹広域振興局・兵庫県丹波県民局・丹

波市） 

くらしの安全課 

農林振興課 

観光課 

広域連携 

（京都府福知山市・西脇市・丹波篠山市・朝来市・多可町・丹波市） 

社会教育・文化財

課（図書館） 

徴税吏員の併任派遣 

（丹波篠山市・丹波市）（朝来市・丹波市） 
税務課 

パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定 

（尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・丹波篠山市・淡路市・猪名 

川町・丹波市） 

人権啓発センター 
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［基本方針３ 経営資源の有効活用］ 

基本 

項目 
(1) 行政事業最適化の推進 

実施 

項目 
② 多様な主体の育成及び協働 

取組 

項目 
４ 開かれた市政運営の推進 

実施 

課 
主 

総合政策課 

所管課 

関

連 
 

取組 

課題 

・市民が主役の地域運営を実現するため、市

政運営においては、市民の意見を十分に取り

入れるとともに、市民をはじめ市内外に迅速か

つ的確に情報提供することが求められている。 

・上記を通して、行政の方針や取組内容が市民

と十分に共有されていることが求められている。 

取組 

方針 

・市政懇談会・タウンミーティング・職員による出前

講座等の実施により、市民の意見等を聴く機会

の拡充を図る。 

・広報紙やホームページ、ＳＮＳなど様々な情報

発信媒体を活用し、効果的で分かりやすい情報

発信に取り組む。 

・市の施策や行事など、様々な情報をマスコミに積極

的に提供し、新聞掲載やテレビ放映を促す。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

広聴機能の

強化 

予定 

・市政懇談会・

タウンミーティン

グ等の実施 

・オンラインを活

用した市政広

聴会の実施 

・デジタル活用とデジ

タルデバイド対策の

両立による市政広

聴会の実施 

・継続的に実施 ・オンラインプラッ

トフォームを活

用した広報ア

ンケートの実施 

実績 

・全世帯対象の

広報・広聴アン

ケートの実施 

・オンラインを活

用した市政広

聴会の実施 

・デジタル活用とデジ

タルデバイド対策の

両立による市政広

聴会の実施 

・対面による若い

世代(中学生)

との意見交換

会の実施 

・オンラインプラッ

トフォームを活

用した中学生

のアイデア募集 

取

組

内

容 

出前講座の

実施 

予定 
・出前講座の実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 
・各種出前講座

を実施 

・各種出前講座

を実施 

・各種出前講座

を実施 

・各種出前講座

を実施 

・各種出前講座

を実施（別表１） 

 

別表１【主な出前講座、タウンミーティングの実施状況】 

講座名 所管課 

ごみ分別学習会 環境課 

防災訓練・防災研修会 くらしの安全課 

人権学習出前講座(ネット社会における部落差別と人権) 人権啓発センター 

知って得するマイナンバーカードの基本と使い方講座 市民課 

介護予防出前健康講座 介護保険課 

認知症サポーター養成講座 介護保険課 

自治基本条例出前講座 市民活動課 

「障がい」のことを知る出前講座 障がい福祉課 

出前健康教室 健康課 

たんば★こどもみらいトーク 子育て支援課 

鳥獣被害対策研修会 農林振興課 

水道出前講座 水道課 

下水道出前講座 下水道課 

自然環境学習 社会教育・文化財課（青垣いきものふれあいの里、氷上回廊水分れフィールドミュージアム） 

文化財出前講座 社会教育・文化財課 
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［基本方針３ 経営資源の有効活用］ 

基本 

項目 
(1) 行政事業最適化の推進 

実施 

項目 
② 多様な主体の育成及び協働 

取組 

項目 
５ 出資団体のあり方の検討 

実施 

課 
主 所管課 

関

連 
 

取組 

課題 

・市が出資している団体は、設立の目的によ

り、これまで大きな役割を果たしてきた。 

・そのような中、今後は、事業目的の達成度等

をチェックしつつ、各団体のあり方について検討

する必要がある。 

取組 

方針 

・出資団体（うち、株式会社）のあり方について、

関係団体と協議・検討する。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

出資団体の

自立化の促

進 

予定 

・関係団体との

協議 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

・関係団体の経

営状況の確認 

・出資団体のあ

り 方 、 経 営 の

安定化等に向

けて協議 

・関係団体の経

営状況の確認 

・出資団体のあ

り 方 、 経 営 の

安定化等に向

けて協議 

・関係団体の経

営状況の確認 

・出資団体のあ

り 方 、 経 営 の

安定化等に向

けて協議 

・関係団体の経

営状況の確認 

・出資団体のあ

り 方 、 経 営 の

安定化等に向

けて協議 

・関係団体の経

営状況の確認 

・出資団体のあ

り 方 、 経 営 の

安定化等に向

けて協議 

 

【協議・検討を行っている出資団体】 

出資団体の名称 所管課 

株式会社タンバンベルグ 商工振興課 

株式会社まちづくり柏原 商工振興課 

丹波ふるさと振興株式会社 農林振興課 
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［基本方針３ 経営資源の有効活用］ 

基本 

項目 
(2) 公共施設等の総合管理 

実施 

項目 
① 公共施設等マネジメントの確立及び充実 

取組 

項目 
１ 公共施設等マネジメントの推進 

実施 

課 
主 

資産活用課 

教育総務課 

関

連 
 

取組 

課題 

・平成28年度に公共施設等総合管理計画を

策定し、計画的な取組を進める中、施設ごと

の具体の対応方針を定める個別施設計画の

策定が求められている。 

・公共施設等総合管理計画に掲げる目標を

達成するため、施設の統廃合等を進める必要

がある。 

・市が保有する公共施設等の計画的な修繕、

建替え及び利用需要に応じた有効活用を図る

ファシリティマネジメントを推進する必要がある。 

取組 

方針 

・公共施設等総合管理計画及び公共施設個別

施設計画を全庁的な体制により推進する。 

・施設（ハード）重視から機能（ソフト）重視への

転換を図り、施設の複合化や再配置に取り組む。 

・全ての公共施設等について、長期的な視点で計

画的に維持管理・修繕等を行い、市民や利用

者にとって安全安心で魅力的な施設を確保する

とともに、財政負担を平準化し、行政経営の効

率化を図る。 

・学校適正規模・適正配置方針に基づき、地域と

の合意形成を図りながら小中学校の適正配置に

取り組み、児童生徒のよりよい教育環境の整備

と学校運営の充実を図る。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

公共施設等

マネジメント

の推進 

予定 

・計画に基づく取

組の推進 

・公共施設個別

施設計画の策

定 

・継続的に実施 

・公共施設等総

合管理計画の

改定 

・公共施設保全

基金（仮称）

設立の検討 

・ 継続的 に実

施 

・継続的に実施 ・継続的に実

施 

実績 

・公共施設個別施

設計画の策定 
・公共施設等総

合管理計画の

改定 

・基金設立の検

討を実施 

・公共施設個

別施設計画

の改定準備 

 

・公共施設個別施

設計画の改定準

備 

・公共施設個

別施設計画

の改定 

取

組

内

容 

学校適正規

模・適正配

置の推進 

予定 

・学校適正規模･

適正配置方針の

見直し 

・市島地域小学

校統合検討委

員会（仮称）

の設置 

・市島地域市立

小学校統合準

備委員会（仮

称）の設置 

・市島地域市

立小学校統

合準備委員

会での協議 

・山南地域統合中

学校開校 

・吉見小学校・鴨庄

小学校の統合 

・市島地域市立小

学校統合準備委

員会での協議 

・竹田・ 前山

統合小学校

開校 

・市島地域市

立小学校統

合準備委員

会での協議 

実績 

・第２次丹波市

学校適正規模･

適正配置方針

の策定 

・市島地域市立

小学校統合検

討委員会の設

置・協議 

・市島地域市立

小学校統合準

備委員会の設

置・協議 

・ 市島地域市

立小学校統

合準備委員

会での協議 

・山南中学校開校 

・吉見小学校・鴨庄小学

校の統合 

・市島地域市立小学校統

合準備委員会での協議 

・第２次丹波市立学校適

正規模・適正配置方針

に基づく、船城小学校区

への現状説明 

・竹山小学校

開校 

・市島地域市

立小学校統

合準備委員

会での協議 

  



 

- 35 - 
 

（参考） 【再配置や長寿命化等に関する主な計画】 

計画の名称 策定年月 所管課 

生涯学習施設整備方針（適正配置計画） 平成25年２月 まちづくり部・教育部 

排水機場長寿命化計画 平成30年１月 河川整備課 

水道施設長寿命化計画・管路更新計画 平成30年２月 水道課 

下水道ストックマネジメント計画 平成30年４月 下水道課 

公共施設保全計画 令和元年12月 営繕課 

学校施設等長寿命化計画 令和２年６月 教育総務課 

学校適正規模・適正配置方針【第２次】 令和３年３月 教育総務課 

下水道中期ビジョン 令和４年３月 下水道課 

公共施設等総合管理計画 令和４年３月改訂 資産活用課 

学校給食運営基本計画【第３次】 令和５年２月 教育総務課 

公営住宅等長寿命化計画 令和５年３月改定 都市住宅課 

雨水管理総合計画 令和６年３月 河川整備課 

公共施設個別施設計画（第１期） 令和６年９月改訂 資産活用課 

学校施設整備計画【第７次】 令和７年３月 教育総務課 

橋梁長寿命化修繕計画 令和７年３月改訂 道路整備課 
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［基本方針３ 経営資源の有効活用］ 

基本 

項目 
(2) 公共施設等の総合管理 

実施 

項目 
② 民間活力等の導入の推進 

取組 

項目 
１ 指定管理者制度の推進 

実施 

課 
主 所管課 

関

連 
資産活用課 

取組 

課題 

・利用者へのサービス向上、施設の管理運営と

経費削減を図るため、指定管理者制度の導

入に取り組んできたところであるが、引き続き、

指定管理者制度を有効に活用していくことが

必要である。 

・指定管理者への評価を適切かつ継続的に行

っていくことが必要である。 

取組 

方針 

・指定管理者制度の未導入の公共施設について

導入を積極的に推進する。 

・平成30年度に策定した指定管理者制度運用

ガイドラインに基づき、基本的な手続きや留意事

項、管理・運営段階での評価やモニタリングの実

施等により、指定管理施設を効率的・効果的に

管理・運営する。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

指定管理者

制度の推進 

予定 

・指定管理者制

度の推進 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

・指定管理の導

入について、調

整、検討を実施 

・指定管理の導

入、新型コロナ

ウイルス感染症

防止対策の検

討を実施 

・指定管理の導

入、物価高騰

対策の検討を

実施 

・指定管理の導

入判定、物価

高騰対策を実

施 

・指定管理の導

入判定 

新たに指定管理

を行う施設数 

目標 － １ １ － － 

実績 － ２ １ － － 

取

組

内

容 

指定管理施

設の検証及

び評価 

予定 

・統一手法によるモ

ニタリングの実施 

 

・継続的に実施 ・継続的に実施 

 

・第三者評価の

実施 

・継続的に実施 

 

・継続的に実施 

・継続的に実施 

 

・継続的に実施 

実績 

・指定管理者制

度運用ガイドラ

インの見直しを

実施 

・モニタリングに伴

う評価様式の

検討 

・モニタリングの実

施 

・モニタリングの実

施 

・ 第 三 者 評 価

（中間評価）

の実施 

・モニタリングの実

施 

・中間年評価の

実施 

・モニタリング研

修会の実施 

・モニタリングの実

施 

・中間年評価の

実施 

・モニタリング研

修会の実施 
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（参考） 【既に指定管理者制度を導入している施設】 

施設の名称 導入(更新)時期 所管課 

青垣温水プール、春日レジャープール 
青垣総合運動公園 

令和２年４月 文化・スポーツ課 

柏原駅東駐車場、柏原駅前駐車場、石生駅西駐車場、黒井駅前駐車場、黒
井駅前月極駐車場、谷川駅前駐車場、下滝駅前駐車場、市島駅前駐車場、
丹波竹田駅前駐車場 

令和２年４月 資産活用課 

神楽の郷交流センター 令和２年４月 農林振興課 

旧氷上高等小学校校舎 令和２年４月 観光課 

氷上斎場 令和３年４月 環境課 

柏原斎場つつじ苑 令和３年４月 環境課 

障害者地域活動支援センター 令和３年４月 障がい福祉課 

道の駅丹波おばあちゃんの里 令和３年４月 農林振興課 

道の駅あおがき直販加工施設 令和３年４月 農林振興課 

とれとれ市農産物直売施設ひかみ四季菜館 令和３年４月 農林振興課 

今出川親水公園 令和３年４月 観光課 

ウッディプラザ山の駅 令和３年４月 観光課 

大杉ダム自然公園 令和３年４月 観光課 

丹波悠遊の森 令和３年４月 観光課 

石生第１公園 令和３年４月 都市住宅課 

石生第２公園 令和３年４月 都市住宅課 

西中東公園 令和３年４月 都市住宅課 

西中西公園 令和３年４月 都市住宅課 

西中南公園 令和３年４月 都市住宅課 

西中北東公園 令和３年４月 都市住宅課 

西中北西公園 令和３年４月 都市住宅課 

市民プラザ 令和４年４月 市民活動課 

青垣パラグライダー練習場 令和４年４月 文化・スポーツ課 

柏原福祉センター｢木の根センター」 令和４年４月 社会福祉課 

春日福祉センター「ハートフルかすが」 令和４年４月 社会福祉課 

山南福祉センター「さんなん荘」 令和４年４月 社会福祉課 

丹波いっぷく茶屋 令和４年４月 観光課 

ミルネ診療所 令和６年４月 健康課 

ミルネ訪問看護ステーション 令和６年４月 健康課 

農の学校 令和６年４月 農林振興課 

青垣農村滞在施設棉ばたけ 令和６年４月 農林振興課 

薬草薬樹公園 令和６年４月 観光課 

※休止施設を除く。  
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［基本方針３ 経営資源の有効活用］ 

基本 

項目 
(2) 公共施設等の総合管理 

実施 

項目 
② 民間活力等の導入の推進 

取組 

項目 
２ 公共施設等の譲渡等の推進 

実施 

課 
主 所管課 

関

連 
資産活用課 

取組 

課題 

・行政財産や遊休資産の有効活用、民間活

用等の観点から、公共施設の譲渡等を進め

ていく必要がある。 
取組 

方針 

・指定管理者制度を導入している施設については、

適切な評価等を行うことで管理のあり方を検証し、

施設の適切な管理運営を行うとともに、施設の態

様から行政が保有し続ける意義が希薄になったも

のについては、譲渡等を進める。 

・民間でサービスの提供が可能な施設については、

民間への譲渡を推進する。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

廃止した公

共施設のう

ち民間等へ

の譲渡等 

予定 

・関係団体等と

協議し、譲渡・

貸付 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 ― ― ― 

指定管理者制

度導入済施設

の譲渡の実施 

（別表１） 

民間提案制度

による譲渡、貸

付先の募集 

譲渡・貸付した

施設数 

目標 1 １ １ １ １ 

実績 ― ― ― １ ― 

 

別表１ 【指定管理者制度導入済施設のうち、譲渡済の施設】 

施設の名称 取組年度 所管課 

野上野交流施設 令和５年度 農林振興課 

 

（参考） 【廃止した公共施設のうち、民間等へ譲渡等の取組施設】 

施設の名称 取組年度 所管課 

旧遠阪小学校 令和４年度～ 資産活用課 

旧柏原支所庁舎 令和４年度～ 資産活用課 

旧鴨庄小学校 令和６年度～ 資産活用課 

旧前山小学校 令和６年度～ 資産活用課 

旧山南中学校 令和６年度～ 資産活用課 

旧青垣保健センター 令和７年度～ 資産活用課 

旧やすら樹 令和７年度～ 資産活用課 
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（参考） 【指定管理者制度導入済施設のうち、譲渡予定の施設】 

施設の名称 取組年度 所管課 

神楽の郷交流センター 令和９年度 農林振興課 

 

（参考） 【譲渡・廃止に向けて取り組む予定の主な施設】 

施設の名称 区分 取組年度 所管課 

共同作業所・農機具保管施設、集会施設、児童公園 譲渡、廃止 令和３年度～ 人権啓発センター 

ゆりやまスカイパーク 廃止 令和６年度 観光課 

新道貝農村公園 譲渡、廃止 令和６年度 都市住宅課 

氷上斎場 廃止 令和９年度～ 環境課 

ビレッジハウス（挙田、石生、こかべ台）駐車場 譲渡 未定 資産活用課 
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［基本方針３ 経営資源の有効活用］ 

基本 

項目 
(3) 公営企業会計・特別会計の健全経営 

実施 

項目 
① 繰出基準の設定 

取組 

項目 
１ 基準外繰出の管理と適正化 

実施 

課 
主 所管課 

関

連 

基準設定の協議 

：財政課 

取組 

課題 

・公営企業会計・特別会計は、特定の歳入を

歳出に充て経理することが望ましい中、諸般

の事情により、一般会計からの繰出金による

下支え等の検討が必要となる。 取組 

方針 

・各特別会計・公営企業会計において経営改善

や経費削減努力により、経営の健全化に向けて

取り組む。 

・経営戦略に基づき経営計画等の取組を推進する。 

・各会計の財政状況を下支えする例外的な繰出

にあたっては、受益者等の適正な負担を考慮し

ながら基準を設定する。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

基準外繰出

の管理と適

正化 

予定 

・経営戦略の計

画に基づく取組

の推進 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

・経営戦略の策

定に向けた検

討を実施 

 

・経営戦略の策

定に向けた検

討を実施 

 

・経営戦略の策

定に向けた検

討を実施 

・経営戦略の策

定に向けた検

討を実施 

 

・経営戦略の策

定に向けた検

討を実施 

（別表１） 

 

別表１ 【国の要請に基づく経営戦略の策定状況】 

会計の名称 策定年度 所管課 

駐車場特別会計 令和２年度 資産活用課 

地方卸売市場特別会計 令和３年度 農林振興課 

訪問看護ステーション特別会計 令和５年度 健康課、国保診療所 

 

（参考） 【その他特別会計】 

会計の名称 所管課 

国民健康保険特別会計事業勘定 市民課 

国民健康保険特別会計直診勘定 国保診療所 

介護保険特別会計保険事業勘定 介護保険課 

後期高齢者医療特別会計 市民課 

看護専門学校特別会計 看護専門学校 

下水道事業会計 下水道課 

水道事業会計 水道課 
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［基本方針３ 経営資源の有効活用］ 

基本 

項目 
(3) 公営企業会計・特別会計の健全経営 

実施 

項目 
② 経営モニタリングの実施 

取組 

項目 
１ 公営企業会計・特別会計の健全経営 

実施 

課 
主 所管課 

関

連 
財政課 

取組 

課題 

・公営企業会計や特別会計を有している公営

企業等は、公共性と企業性を併せ持つ中、

経営が悪化した場合、市財政にも影響を及

ぼすことが懸念されるため、当該会計において

は、健全な経営を継続していくことが求められ

ている。 

取組 

方針 

・総務省による「第三セクター等の経営健全化方

針の策定について」を踏まえ、経営の妥当性の検

証及び評価を行い、適正な繰出となるようモニタ

リングを行う。 

・資金不足等の公営企業等においては、健全化

計画等により、改善取組に着手する。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

公営企業会

計・特別会

計の経営モ

ニタリングの

実施 

予定 

・モニタリングと検

証・評価の実施 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

・モニタリングは行

政評価の中で

実施 

・各会計の繰出

基準は予算査

定の中で協議 

・モニタリングは行

政評価の中で

実施 

・各会計の繰出

基準は予算査

定の中で協議 

・モニタリングは行

政評価の中で

実施 

・各会計の繰出

基準は予算査

定の中で協議 

・モニタリングは行

政評価の中で

実施 

・各会計の繰出

基準は予算査

定の中で協議 

・モニタリングは行

政評価の中で

実施 

・各会計の繰出

基準は予算査

定の中で協議 
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［基本方針４ 自主財源の確保］ 

基本 

項目 
(1) 

収納率の向上及び受益者負担適正

化の推進 

実施 

項目 
① 

滞納発生の抑制及び未収金回収の強化

推進 

取組 

項目 
１ 滞納発生の抑制 

実施 

課 
主 所管課 

関

連 
 

取組 

課題 

・滞納の発生は市の経営資源となる税収にとっ

て深刻な課題である。 

・これまで税等の滞納発生を抑制するため、諸

施策に取り組んできたが、さらなる取組を推進

していく必要がある。 

取組 

方針 

・税及び税外未収金が滞納繰越となる前の収納

の向上に取り組む。 

・収納方法の多様化及びその検証を行い、効率の

よい収納環境を整備する。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

税及び税外

未収金の滞

納繰越となる

前の取組 

【現年】 

予定 

・収納率向上対

策の実施 

・検証して継続

的に実施 

・検証して継続

的に実施 

・検証して継続

的に実施 

・検証して継続

的に実施 

実績 

・督促、納付相

談等の実施 

・納付猶予等の

相談 

・督促、納付相

談等の実施 

・納付猶予等の

相談 

・督促、納付相

談等の実施 

・納付猶予等の

相談 

・督促、納付相

談等の実施 

・納付猶予等の

相談 

・督促、納付相

談等の実施 

・納付猶予等の

相談 

市民税（個人）

の収納率 

目標 98.8％以上 98.8％以上 99.3％以上 99.3％以上 99.3％以上 

実績 99.4％ 99.5% 99.4% 99.4% 99.4％ 

市民税（法人）

の収納率 

目標 99.8％以上 99.8％以上 99.8％以上 99.8％以上 99.8％以上 

実績 99.4％ 99.9% 99.7% 99.8％ 99.9％ 

固定資産税の収

納率 

目標 98.4％以上 98.4％以上 98.9％以上 98.9％以上 98.9％以上 

実績 97.4％ 99.2% 99.2% 99.2% 99.3％ 

軽自動車税の収

納率 

目標 98.6％以上 98.6％以上 98.7％以上 98.7％以上 98.7％以上 

実績 99.0％ 98.9% 99.1% 99.0% 99.1％ 

国民健康保険税

の収納率 

目標 94.6％以上 94.6％以上 96.2％以上 96.2％以上 96.2％以上 

実績 96.4％ 96.6% 96.5% 95.9% 96.7％ 

後期高齢者医療

保険料の収納率 

目標 99.5％以上 99.5％以上 99.5％以上 99.5％以上 99.5％以上 

実績 99.7％ 99.8% 99.6% 99.6% 99.7％ 

学校給食事業収

入の収納率 

目標 99.5％以上 99.5％以上 99.5％以上 99.5％以上 99.5％以上 

実績 98.7％ 99.1% 99.2% 98.9% 99.2％ 

アフタースクール事

業利用者負担金

の収納率 

目標 99.0％以上 99.0％以上 99.0％以上 99.0％以上 99.0％以上 

実績 99.3％ 99.5% 99.2% 99.7% 99.4％ 
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介護保険料の収

納率 

目標 99.6％以上 99.6％以上 99.6％以上 99.6％以上 99.6％以上 

実績 99.5％ 99.6% 99.6% 99.6% 99.7％ 

市営住宅使用料(駐

車場含む)の収納率 

目標 98.0％以上 98.0％以上 98.0％以上 98.0％以上 98.0％以上 

実績 97.8％ 97.2% 97.5% 98.0% 97.9％ 

水道料金の収納率 
目標 98.0％以上 98.0％以上 98.0％以上 98.0％以上 98.0％以上 

実績 98.7％ 98.3% 97.9% 98.0% 98.0％ 

下水道使用料の

収納率 

目標 98.0％以上 98.0％以上 98.0％以上 98.0％以上 98.0％以上 

実績 98.3％ 98.3% 98.2% 98.0% 98.0％ 

 

（参考）アクションプラン【前期】における収納率【現年】 

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

市民税（個人） 99.0% 99.1% 99.2% 99.3％ 99.3% 

市民税（法人） 99.8% 99.8% 99.9% 99.9％ 99.9% 

固定資産税 98.4% 98.8% 98.7% 98.9％ 98.9% 

軽自動車税 98.8% 98.5% 98.6% 98.6％ 98.6% 

国民健康保険税 95.0% 95.8% 95.6% 96.1％ 96.0% 

後期高齢者医療保険料 99.7% 99.9% 99.8% 99.6％ 99.7% 

学校給食事業収入 98.5% 98.4% 98.6% 98.4％ 98.4% 

アフタースクール事業利

用者負担金 
98.8% 98.6% 98.9% 99.0％ 99.5% 

介護保険料 99.3% 99.3% 99.4% 99.5％ 99.5% 

市営住宅使用料 

（駐車場含む） 
95.0% 96.7% 97.7% 97.0％ 96.8% 

水道料金 98.2% 98.3% 98.1% 98.2％ 98.1% 

下水道使用料 98.1% 98.2% 98.1% 98.2％ 98.0% 
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［基本方針４ 自主財源の確保］ 

基本 

項目 
(1) 

収納率の向上及び受益者負担適正

化の推進 

実施 

項目 
① 

滞納発生の抑制及び未収金回収の強化

推進 

取組 

項目 
２ 未収金回収の強化推進 

実施 

課 
主 所管課 

関

連 

 

 

取組 

課題 

・未収金は、負担の公平性等の観点からも可

能な限り減らす必要がある。 

・これまで未収金回収強化に向けて、諸施策に

取り組んできたが、引き続き強化推進していく

必要がある。 

取組 

方針 

・過年度未収金については、納付勧奨を実施する

とともに、一方で滞納処分等の執行、収納対策

の厳正な実施に努める。 

・関係機関と連携を深め、滞納に対する情報・知

識を共有する。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

税及び税外

未収金の滞

納繰越に対

する取組 

【過年】 

予定 
・収納率向上対

策の実施 

・検証して継続

的に実施 

・検証して継続

的に実施 

・検証して継続

的に実施 

・検証して継続

的に実施 

実績 

・督促・納付相

談等の実施 

・納付猶予等の

相談 

・滞納処分等の執行 

・督促・納付相

談等の実施 

・納付猶予等の

相談 

・滞納処分等の執行 

・督促・納付相

談等の実施 

・納付猶予等の

相談 

・滞納処分等の執行 

・督促・納付相

談等の実施 

・納付猶予等の

相談 

・滞納処分等の執行 

・督促・納付相

談等の実施 

・納付猶予等の

相談 

・滞納処分等の執行 

市民税（個人）

の収納率 

目標 26.9％以上 26.9％以上 26.3％以上 26.3％以上 26.3％以上 

実績 26.5％ 24.0% 26.3% 23.4% 27.1％ 

市民税（法人）

の収納率 

目標 27.2％以上 27.2％以上 29.2％以上 29.2％以上 29.2％以上 

実績 26.7％ 61.8% 18.6% 35.5% 26.7％ 

固定資産税の収

納率 

目標 15.0％以上 15.0％以上 17.0％以上 17.0％以上 17.0％以上 

実績 20.3％ 45.3% 25.0% 26.7% 26.5％ 

軽自動車税の収

納率 

目標 22.0％以上 22.0％以上 20.7％以上 20.7％以上 20.7％以上 

実績 20.3％ 20.6% 22.1% 20.1% 21.6％ 

国民健康保険税

の収納率 

目標 22.0％以上 22.0％以上 20.1％以上 20.1％以上 20.1％以上 

実績 19.8％ 21.1% 21.5% 21.7% 23.1％ 

後期高齢者医療

保険料の収納率 

目標 58.5％以上 58.5％以上 58.5％以上 58.5％以上 58.5％以上 

実績 51.1％ 46.7% 50.2% 51.2% 57.0％ 

学校給食事業収

入の収納率 

目標 18.0％以上 18.0％以上 18.0％以上 18.0％以上 18.0％以上 

実績 35.8％ 31.4% 27.3% 28.3% 39.6％ 

保育所利用者負

担金の収納率 

目標 15.0％以上 15.0％以上 15.0％以上 15.0％以上 ― 

実績 18.8％ 19.9% 65.4% 100.0％ ― 

幼稚園保育料の

収納率 

目標 20.0％以上 20.0％以上 20.0％以上 14.0％以上 10.0％以上 

実績 16.9％ 79.8% 48.2% 16.7% 14.3％ 
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預かり保育保育

料の収納率 

目標 15.0％以上 15.0％以上 15.0％以上 50.0％以上 10.0％以上 

実績 11.0％ 44.1% 67.3% 61.1% 14.3％ 

アフタースクール事
業利用者負担金
の収納率 

目標 25.0％以上 25.0％以上 25.0％以上 25.0％以上 25.0％以上 

実績 48.8％ 31.4% 9.6% 33.0% 24.9％ 

介護保険料の収

納率 

目標 15.0％以上 15.0％以上 15.0％以上 15.0％以上 15.0％以上 

実績 16.2％ 13.4% 16.6% 17.0% 22.4％ 

市営住宅使用料
(駐車場含む)の
収納率 

目標 20.0％以上 20.0％以上 20.0％以上 20.0％以上 20.0％以上 

実績 21.7％ 28.3％ 23.2% 26.2% 22.8％ 

水道料金の収納

率 

目標 37.0％以上 37.0％以上 37.0％以上 37.0％以上 37.0％以上 

実績 43.3％ 36.6% 46.0% 51.0% 56.7％ 

下水道使用料の

収納率 

目標 70.0％以上 70.0％以上 70.0％以上 70.0％以上 70.0％以上 

実績 74.6％ 76.0% 75.8% 74.7% 73.2％ 

 

（参考）アクションプラン【前期】における収納率【繰越】 

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

市民税（個人） 31.5% 34.1% 31.5% 27.1％ 25.5% 

市民税（法人） 26.8% 29.6% 36.7% 26.1％ 35.1% 

固定資産税 15.5% 18.6% 14.6% 19.3％ 11.6% 

軽自動車税 26.9% 22.0% 22.9% 21.7％ 20.3% 

国民健康保険税 25.1% 27.7% 23.3% 21.4％ 19.1% 

後期高齢者医療保険料 83.9% 85.5% 77.0% 64.4％ 65.3% 

学校給食事業収入 13.9% 11.9% 14.5% 22.6％ 24.7% 

保育所利用者負担金 10.2％ 9.4％ 21.4％ 32.8％ 23.2% 

幼稚園保育料 15.4％ 4.7％ 4.0％ 36.6％ 39.3% 

預かり保育保育料 18.1％ 4.8％ 11.1％ 14.9％ 25.3% 

アフタースクール事業利

用者負担金 
51.7% 33.2% 33.3% 24.8％ 15.2% 

介護保険料 10.7% 10.1% 12.4% 9.7％ 17.0% 

市営住宅使用料 

（駐車場含む） 
20.8% 22.2% 16.9% 14.4％ 18.5% 

水道料金 34.8% 35.9% 36.8% 39.1％ 41.0% 

下水道使用料 49.7% 54.1% 58.2% 63.0％ 65.0% 
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［基本方針４ 自主財源の確保］ 

基本 

項目 
(1) 

収納率の向上及び受益者負担適正

化の推進 

実施 

項目 
② 

手数料・使用料の適正化、受益者負担の

見直し推進 

取組 

項目 
１ 

手数料・使用料の適正化、受益者負

担の適正化 

実施 

課 
主 所管課 

関

連 
財政課 

取組 

課題 

・手数料・使用料等については、応益負担の考

えを基本としつつ、他自治体の水準や民間類

似サービス等を参考にした上で、継続的に適

正化に取り組む必要がある。 取組 

方針 

・手数料・使用料等については、住民負担の公平

性や受益者負担の原則に基づき、他自治体等

との比較を含め確認し、原則として４年ごとに本

体価格の見直しを行う。 

・個々の手数料・使用料等については、事業計画

を十分に反映した見直しサイクルにより適正化に

努める。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

手数料・使

用料等の受

益者負担の

見直し 

予定 

・見直し後の手

数料・使用料

等の施行 

 

・個々の手数料・

使用料等の見

直し 

・見直し方針の

研 究 、 作 成 ・

庁内協議 

 

・継続的に実施 

・手数料・使用

料等の見直し

検討・庁内協

議 

・継続的に実施 

・次回見直しに

向けた時期の

検討、見直し

方針の研究 

・継続的に実施 

・見直し方針の

研 究 、 作 成 ・

庁内協議 

 

・継続的に実施 

実績 

・見直し後の手

数料・使用料

等の施行 

・ 一 部 の 手 数

料・使用料の

見直し 

・ 一 部 の 手 数

料・使用料の

見直し 

・手数料・使用

料の見直し検

討・庁内協議 

 

 

・次回見直しに

向けた他市調

査・研究 

・ 一 部 の 手 数

料・使用料の

見直し 

・次回見直しに

向けた他市調

査・研究 
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［基本方針４ 自主財源の確保］ 

基本 

項目 
(2) 自主財源の発掘 

実施 

項目 
① 公有財産の貸付等 

取組 

項目 
１ 公有財産の貸付等 

実施 

課 
主 

資産活用課 

所管課 

関

連 
 

取組 

課題 

・公有財産の有効活用、民間活用等の観点

から積極的な貸付等が求められている。 

取組 

方針 

・公有財産の有効活用の観点から、利活用の計

画（予定）のない財産については早期に売却す

るとともに、売却することができない場合には貸付

を行う。 

・未利用地や用途廃止した法定外公共物の積極

的な売払処分を進める。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

公有財産等

の貸付・入札

等の実施 

予定 

・公有財産の貸

付・入札等を実

施 

・継続して実施 ・継続して実施 ・継続して実施 ・継続して実施 

実績 

・公有財産の売

却・入札等を

実施 

・公有財産貸付

けを実施 

・公有財産の売

却・入札等を

実施 

・公有財産貸付

を実施 

・公有財産の売

却・入札等を

実施 

・公有財産貸付

を実施 

・公有財産の売

却・入札等を

実施 

・公有財産貸付

を実施 

・公有財産の売

却・入札等を

実施(別表１) 

・公有財産貸付

を実施(別表２) 

一時貸付件数 
目標 － － － － － 

実績 97件 107件 94件 119件 118件 

入札等の実施件数 
目標 １回以上 １回以上 １回以上 １回以上 １回以上 

実績 １回 1回 ２回 ２回 １回 

取

組

内

容 

遊休の公有

財産の利活

用 

予定 

・利活用の調査

を 行 い 、 有 効

的な利活用を

実施 

・継続して実施 ・継続して実施 ・継続して実施 ・継続して実施 

実績 

・近隣市の状況

調査及び利活

用の検討 

・近隣市の状況

調査及び利活

用の検討 

・近隣市の状況

調査及び利活

用の検討 

・近隣市の状況

調査及び利活

用の検討 

・近隣市の状況

調査及び利活

用の検討 

 

別表１ 【公有財産の売却状況】                                

種 別 件数 売却金額 

土地・建物 １件 4,072万円 

公用車等 ９件 341万円 

 

別表２ 【公有財産の貸付状況】                                 

種 別 件数 貸付金額 

土地・建物（長期貸付） 52件 1,035万円 

土地・建物（短期貸付） 78件 666万円 
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［基本方針４ 自主財源の確保］ 

基本 

項目 
(2) 自主財源の発掘 

実施 

項目 
② 

国等の交付金・補助金の発掘及び戦略

的な活用 

取組 

項目 
１ 

国等の交付金・補助金の発掘及び戦

略的な活用 

実施 

課 
主 所管課 

関

連 

財政課 

総合政策課 

取組 

課題 

・少子高齢化の進展や人口減少時代を迎え、

地域課題の複雑化や市民ニーズが多様化し、

普通交付税の逓減が進む中、自主財源だけ

では、経営資源が限られている。 

・国の動向の変化に対応しつつ、国等の交付

金・補助金等を積極的かつ戦略的に活用し、

事業に取り組むことが求められている。 

取組 

方針 

・財源確保に対する職員の意識を改革し、常に国

県等の動向に留意し、国県等の交付金・補助

金制度の把握・効率的な活用をすることにより、

財源の確保を図る。 

・平時から災害に関する国・県等の交付金・補助

金等の把握に努める。 

・民間等が活用できる交付金・補助金等の把握と

活用に努める。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

新規事業に

対する国等

の 交付金・

補助金の発

掘及び戦略

的な活用 

予定 

・予算編成への

反映 

・予算編成への

反映 

・予算編成への

反映 

・予算編成への

反映 

・予算編成への

反映 

実績 

・国等の交付金、

補助金を活用し

た財源の確保 

 

・国等の交付金、

補助金を活用し

た財源の確保 

 

・国等の交付金、

補助金を活用し

た財源の確保 

 

・国等の交付金、

補助金を活用し

た財源の確保 

 

・国等の交付金、

補助金を活用し

た財源の確保 

（別表１） 

新規事業に対する

国等の交付金・補

助金の充当額 

目標 － － － － － 

実績 １億1,774万円 7,889万円 6,376万円 6,069万円 1億1,558万円 

 

別表1 【新規事業に対する国・県等の交付金・補助金】                    

交付金等の名称 対象事業数 交付金等の金額 

デジタル田園都市国家構想交付金（国） 23 1億908万円 

躍動する兵庫応援事業補助金（県） 11 650万円 

その他補助金 1 45万円 
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［基本方針４ 自主財源の確保］ 

基本 

項目 
(2) 自主財源の発掘 

実施 

項目 
③ 各種増収策の推進 

取組 

項目 
１ 

ネーミングライツ・広告事業等による財

源の確保 

実施 

課 
主 所管課 

関

連 
財政課 

取組 

課題 

・ネーミングライツ等の導入検討、広告収入の

拡大をこれまで実施してきたものの、さらに展

開する余地がみられることから、引き続き積極

的に検討・推進する必要がある。 取組 

方針 

・導入の可能性のある取組について、先進地など

の状況も踏まえて洗い出し、その条件や効果の

検討を行い、導入を推進する。 

・公有財産等を有効活用し、広告事業等により

新たな財源確保を目指す。 

・民間との協働事業により、市の印刷物（パンフレ

ット・チラシ等）を発行する。 

・ガバメントクラウドファンディングの導入検討を行う。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

広告収入の

強化 

予定 

・丹波市広告掲

載要綱及び丹

波市ホームペー

ジ広告掲載取

扱要領に基づ

き実施 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

・ホームページ等

に広告掲載 

・広告掲載審査

の実施 

・ホームページ等

に広告掲載 

・広告掲載審査

の実施 

・ホームページ等

に広告掲載 

・広告掲載審査

の実施 

・ホームページ等

に広告掲載 

・広告掲載審査

の実施 

・ホームページ等

に広告掲載 

・広告掲載審査

の実施 

広告掲載料 
目標 134万円以上 134万円以上 134万円以上 134万円以上 134万円以上 

実績 142万円 131万円 122万円 119万円 109万円 

取

組

内

容 

収入増となる

取組の推進 

予定 

・他自治体の取

組 状 況 を 把

握・検討 

・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 ・継続的に実施 

実績 

・ガバメントクラウ

ドファンディング

実施に向けた

協議 

・ガバメントクラウ

ドファンディング

の実施（別表

１） 

－ － － 

収入増となる取組 
目標 １事業以上 １事業以上 １事業以上 １事業以上 １事業以上 

実績 － １事業 － － － 

 

別表1 【ガバメントクラウドファンディングの実施】                                

事業の名称 実施年度 収入金額 

「ジブリ作品「天空の城ラピュタ」等を手掛けた美術監督山本二三さんと創る、絶

賛希少の地「水分れ」を応援してください」 
令和３年度 64万円 
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（参考）取組を検討する主な項目 

取組項目 

パンフレット等の印刷物への広告掲載、封筒への広告掲載、庁舎壁面への広告掲載 

スポーツ施設、文化施設、道路、橋梁、市有林等へのネーミングライツ導入 

ガバメントクラウドファンディングの導入 

※自治体が抱える問題解決のため、ふるさと納税の寄附金の「使い道」をより具体的にプロジェクト化し、そのプロジェクトに共感した方から寄附を募る仕組み 
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H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

寄附金額 1,163 635 5,122 6,949 32,211 13,318 12,181 20,253 24,646 29,472 29,309 40,581 64,088

寄附件数 50 52 205 1,244 14,174 4,916 3,312 6,955 10,107 11,819 11,404 12,086 17,110

0
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（参考）【ふるさと納税の状況】 

［基本方針４ 自主財源の確保］ 

基本 

項目 
(2) 自主財源の発掘 

実施 

項目 
③ 各種増収策の推進 

取組 

項目 
２ ふるさと納税の推進 

実施 

課 
主 総合政策課 

関

連 
財政課 

取組 

課題 

・市の収入増を図る取組の一つとしてふるさと納

税を積極的に進めていくものの、国の指導の

枠内を踏まえた上で効果的な取組として進め

ていく必要がある。 

取組 

方針 

・記念品の贈呈基準を見直し、寄附金収入の増

加により、さらなる自主財源の確保を図る。 

・商品開発の促進を図るとともに、PR強化にも努

める。 

取組内容等 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

取

組

内

容 

ふるさと納税

の推進 

予定 

・総務省の運用

に 合 う よ う に

仕組の見直し 

・自主財源の確

保に向けてサイ

ト構成の見直し 

・ 記念 品 の 登

録増に向けた

取組の推進 

・新しいポータ

ルサイトの開

設 

・継続して実施 ・継続して実施 

・新しいポータ

ルサイトの開

設 

・継続して実施 

・新しいポータルサイト

の開設 

実績 

・新しいポータ

ルサイト「楽天

ふるさと納税」

の開設 

・新しい記念品

カタログの作成 

 

・新規記念品の

開拓 

・ワンストップサー

ビスの推進 

・ポータルサイト

「セゾンのふる

さと納税」の開

設 

・市内事業者向

け説明会開催 

・ ポ ー タ ル サ イ ト

「Yahoo!ふるさと納

税」、「Amazonふる

さと納税」の開設 

・市内農業者向け説明

会開催及び市内事

業者への個別説明 

ふるさと納税額 

目標 1億6,000万円以上 3億円以上 3億円以上 3億円以上 3億円以上 

実績 2億4,646万円 2億9,472万円 2億9,309万円 4億581万円 6億4,088万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(件数) 
(寄附額) 

(単位：万円) 
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５ アクションプラン効果額一覧表 

 

 基本方針１ 持続可能な財政の確立                         

 

№ 取組計画 取組事項 担当課 
Ｒ６年度 

効果額 

【参考】 

R５効果額 

1-(1)-①-1 

総合計画の実施計画を反

映した財政収支見通しの

作成 

財政収支見通しの作成 財政課 ― ― 

1-(2)-①-1 

予算要求で、各課が要求

できる予算額の上限を目

安として設定 

一般財源要求額の上限を設定 財政課 ― ― 

予算執行方針に基づき年

間の執行計画を作成・管

理 

予算執行計画の作成及び管理 財政課 ― ― 

財政調整基金の管理 
標準財政規模に対する約 20％

（45 億円以上）の確保 
財政課 ― ― 

市債残高の管理 適正な市債残高の管理 財政課 2,171 万円 3,790 万円 

1-(2)-②-1 各種指標の分析 各種指標の分析等を実施 財政課 ― ― 

小   計 2,171 万円 3,790 万円 

 

 基本方針２ 効率的・効果的な行政体制の整備                    

 

№ 取組計画 取組事項 担当課 
Ｒ６年度 

効果額 

【参考】 

R５効果額 

2-(1)-①-1 

本庁機能と支所機能のあ

り方の検討 

本庁機能と支所機能のあり方

の検討 
総務課 ― ― 

統合庁舎整備の検討 
庁舎建設位置の検討・調整 

基本指針の検討 
― ― ― 

2-(1)-②-1 
組織の横断的な体制の整

備 

課題や目的に応じた関係部署

の役職ごとの協議等を実施 
総務課 ― ― 

2-(1)-②-2 

最適な組織体制の構築 
組織統合に向けた諸条件等の

検討 
総務課 ― ― 

柔軟な職員配置 

柔軟な職員配置制度の検討 

管理職ヒアリングによる業務

量の把握調査 

職員課 ― ― 

2-(2)-①-1 

定員適正化計画の推進 定員適正化計画の推進 職員課 ― ― 

人事異動基本方針を活用

した人事施策の推進 
人事異動基本方針の見直し 職員課 ― ― 

2-(2)-②-1 

人材育成の推進 人材育成基本方針の見直し 職員課 ― ― 

人材育成を意識した人事

評価制度の運用 

人事評価結果を勤勉手当へ反

映 
職員課 ― ― 
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№ 取組計画 取組事項 担当課 
Ｒ６年度 

効果額 

【参考】 

R５効果額 

2-(2)-②-1 
コンプライアンス意識の

向上 

コンプライアンス基本方針に基

づく実践行動 
職員課 ― ― 

2-(2)-②-２ 

課題発見・解決に果敢に

チャレンジする職員の育

成 

課題解決研修の実施 職員課 ― ― 

人事交流の推進 
国・県・先進自治体等への職員の

派遣 
職員課 ― ― 

2-(2)-③-1 

採用・雇用形態の多様化

への取組 
職員採用試験の見直し 職員課 ― ― 

人材を弾力的に確保でき

る取組の推進 

再任用制度の運用 

特定任期付職員の採用 
職員課 ― ― 

2-(2)-③-2 

男女問わず仕事と家庭の

両立ができる職場環境の

整備 

特定事業主行動計画の推進 

ノー残業デーの推進 

フレックスタイム制度等の導

入の検討 

職員課 ― ― 

心身両面の総合的な健康

の保持推進に向けた取組

の推進 

産業医面談の実施 職員課 ― ― 

小   計 ― ― 

 

 基本方針３ 経営資源の有効活用                            

 

№ 取組計画 取組事項 担当課 
Ｒ６年度 

効果額 

【参考】 

R５効果額 

3-(1)-①-1 

行政評価の実施並びに事

業の見直し 
行政評価の実施 各課 ― ― 

行政評価システムによる

予算編成時における事業

の優先順位の位置づけ 

行政評価システムによる予算編

成時における事業の優先順位の

位置づけ 

行政評価システムの見直し 

各課 ― ― 

3-(1)-①-2 

既存の補助金等の確認・

見直し 
見直しを継続的に実施 各課 130 万円 354 万円 

補助金等の適正な執行を

図るための見直し 

不正受給及び不正使用の防止策

を継続的に実施 
各課 ― ― 

3-(1)-①-3 ICT の積極的な活用 AI・RPA 等の導入 
総合政策課 

各課 
― ― 

3-(1)-②-1 

アウトソーシングの推進 
他自治体の取組状況を把握・検 

討 
各課 ― ― 

アウトソーシングの検証 アウトソーシングした業務の検証 各課 ― ― 
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№ 取組計画 取組事項 担当課 
Ｒ６年度 

効果額 

【参考】 

R５効果額 

3-(1)-②-2 

地域協働の推進と受け手

となる主体の育成 

地域協働の推進と受け手となる

主体の育成 
各課 ― ― 

既存団体との関係のあり

方の検討 
既存団体の自立に向けての取組 各課 ― ― 

企業・大学等との協働の

推進 
協働に向けての取組 各課 ― ― 

3-(1)-②-3 広域連携の推進 広域連携の推進 各課 ― ― 

3-(1)-②-4 

広聴機能の強化 市政公聴会の実施 総合政策課 ― ― 

出前講座の実施 出前講座の実施 各課 ― ― 

3-(1)-②-５ 出資団体の自立化の促進 関係団体との協議 各課 ― ― 

3-(2)-①-1 

公共施設等マネジメント

の推進 

計画に基づく取組の推進 

公共施設個別施設計画の策定 
資産活用課 ― ― 

学校適正規模・適正配置

の推進 

第 2 次丹波市立学校適正規模・

適正配置方針に沿った取組 

市島地域市立小学校統合準備委

員会（地域部会）での協議 

教育総務課 ― ― 

3-(2)-②-1 

指定管理者制度の推進 指定管理者制度の推進 各課 ― ― 

指定管理者制度の検証及

び評価 

統一手法によるモニタリングの

実施 
各課 ― ― 

3-(2)-②-2 
廃止した公共施設のうち

民間等への譲渡等 

関係団体等と協議し、譲渡・貸

付 
各課 ― ― 

3-(3)-①-1 
基準外繰出の管理と適正

化 

経営戦略の計画に基づく取組の推

進 
各課 ― ― 

3-(3)-②-1 

公営企業会計・特別会計

の経営モニタリングの実

施 

モニタリングと検証・評価の実施 各課 ― ― 

小   計 130 万円 354 万円 

 

 基本方針４ 自主財源の確保                              

 

№ 取組計画 担当課 
Ｒ６年度 

効果額 

【参考】 

R５効果額 

4-(1)-①-1 税及び税外未収金の滞納繰越となる前の取組【現年】 各課 ― ― 

4-(1)-①-2 税及び税外未収金の滞納繰越に対する取組【過年】 各課 ― ― 

4-(1)-②-1 手数料・使用料等の受益者負担の見直し 各課 ― ― 
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№ 取組計画 担当課 
Ｒ６年度 

効果額 

【参考】 

R５効果額 

4-(2)-①-1 

公有財産等の貸付・入札等の実施 
資産活用課 

各課 
6,293 万円 2,017 万円 

遊休の公有財産の利活用 資産活用課 ― ― 

4-(2)-②-1 
新規事業に対する国等の交付金・補助金の発

掘及び戦略的な活用 
各課 1 億 1,603 万円 6,069 万円 

4-(2)-③-1 

広告収入の強化 各課 109 万円 119 万円 

収入増となる取組の推進 各課 286 万円 275 万円 

4-(2)-③-2 ふるさと納税の推進 総合政策課 3 億 3,382 万円 2 億 940 万円 

小   計 5 億 1,673 万円 2 億 9,420 万円 

合   計 5 億 3,974 万円 3 億 3,564 万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


